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大

阪

市

内

に

あ

る

寺

院

の

山

門

（

寺

院

正

面

に

設

け

ら

れ

た

門

）

と

一

体

に

な

っ

た

ホ

テ

ル

等

の

入

る

商

業

ビ

ル

の

土

地

に

つ

い

て

、

奥

に

あ

る

寺

院

ま

で

通

り

抜

け

が

で

き

る

参

道

と

す

る

た

め

に

主

に

空

洞

に

な

っ

て

い

る

部

分

へ

の

固

定

資

産

税

等

の

課

税

を

巡

り

、

同

部

分

が

非

課

税

の

宗

教

施

設

に

該

当

す

る

か

が

争

わ

れ

て

い

る

訴

訟

で

、

最

高

裁

第

二

小

法

廷

（

高

須

順

一

裁

判

長

）

は

１

月

�

日

、

土

地

全

体

へ

の

課

税

を

違

法

と

し

た

高

裁

判

決

を

破

棄

し

、

全

体

に

課

税

し

た

市

側

の

主

張

を

認

め

る

納

税

者

逆

転

敗

訴

の

判

決

を

下

し

た

。

　デジタル庁は１月�日、同庁ホームペ

ージに、事業者版のマイナポータルとも

いえる「Ｇビズポータル」のページを掲

載した。Ｇビズポータルは、事業者が行

政手続を行う際に、手続情報の取得や申

請準備を円滑に行えるよう支援するポー

タルサイト。令和８年３月にアルファ版

のリリースを予定している。

　Ｇビズポータルでは、各省庁の行政手

続や補助金情報の横断検索が可能で、Ｇ

ビズＩＤ（共通アカウント）を使って申請

書類の準備や管理をワンストップで行え

るようになる。また、電子ロッカー機能

では、事業者、士業者、行政機関との間

で、申請に必要な書類ファイルのオンラ

インでの共有が可能で、電子ロッカー上

でチャットを使ったやり取りもできる。

主 な 記 事

各党の消費減税の姿勢は ２面

国外財産調書の提出が増加 ３面

令和７年分所得税等・消費税

確定申告のポイント ４～８面

　

総

務

省

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

８

年

度

地

方

税

制

改

正

の

留

意

事

項

等

を

各

自

治

体

に

知

ら

せ

る

８

年

１

月

�

日

付

の

事

務

連

絡

「

令

和

８

年

度

地

方

税

制

改

正

・

地

方

税

務

行

政

の

運

営

に

当

た

っ

て

の

留

意

事

項

等

に

つ

い

て

」

を

公

表

し

た

。

　

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

、

個

人

住

民

税

に

お

け

る

給

与

所

得

控

除

等

の

見

直

し

、

道

府

県

民

税

利

子

割

に

係

る

清

算

制

度

の

導

入

、

ふ

る

さ

と

納

税

制

度

の

見

直

し

、

軽

油

引

取

税

の

当

分

の

間

税

率

の

廃

止

な

ど

に

つ

い

て

、

留

意

事

項

等

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

盛

り

込

ま

れ

て

い

た

個

人

型

確

定

拠

出

年

金

（

イ

デ

コ

）

の

拠

出

限

度

額

の

引

上

げ

な

ど

が

８

年

�

月

（

９

年

１

月

�

日

引

き

落

と

し

分

）

か

ら

実

施

さ

れ

る

。

昨

年

�

月

�

日

に

国

民

年

金

基

金

令

等

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

が

公

布

さ

れ

、

同

内

容

の

施

行

日

が

８

年

�

月

１

日

と

な

っ

た

こ

と

を

受

け

た

も

の

。

　

改

正

で

は

、

毎

月

の

イ

デ

コ

の

拠

出

限

度

額

が

自

営

業

者

な

ど

の

国

民

年

金

の

第

１

号

被

保

険

者

で

現

在

の

６

万

８

０

０

０

円

（

国

民

年

金

基

金

と

の

合

計

額

）

が

７

万

５

０

０

０

円

（

同

）

に

、

会

社

員

・

公

務

員

等

の

第

２

号

被

保

険

者

で

①

企

業

が

企

業

年

金

を

実

施

し

て

い

な

い

場

合

は

２

万

３

０

０

０

円

が

６

万

２

０

０

０

円

に

、

②

企

業

が

企

業

年

金

を

実

施

し

て

い

る

場

合

は

２

万

円

（

企

業

年

金

と

あ

わ

せ

て

５

万

５

０

０

０

円

が

上

限

）

が

６

万

２

０

０

０

円

（

企

業

年

金

と

あ

わ

せ

て

６

万

２

０

０

０

円

が

上

限

）

に

、

そ

れ

ぞ

れ

引

き

上

げ

ら

れ

る

。

　

ま

た

、

働

き

方

に

か

か

わ

ら

ず

、

�

歳

に

な

る

ま

で

イ

デ

コ

に

加

入

で

き

る

こ

と

と

し

、

老

後

の

資

産

を

形

成

可

能

に

す

る

。

現

在

、

イ

デ

コ

の

加

入

に

は

国

民

年

金

被

保

険

者

で

あ

る

必

要

が

あ

り

、

イ

デ

コ

の

加

入

可

能

年

齢

は

、

（

ア

）

第

１

号

被

保

険

者

が

�

歳

未

満

、

（

イ

）

第

２

号

被

保

険

者

が

�

歳

未

満

、

（

ウ

）

専

業

主

婦

（

ま

た

は

主

夫

）

の

第

３

号

被

保

険

者

が

�

歳

未

満

、

（

エ

）

�

歳

ま

で

に

�

年

の

納

付

済

期

間

が

な

い

た

め

老

齢

基

礎

年

金

を

満

額

受

給

で

き

な

い

場

合

な

ど

で

�

歳

以

降

も

国

民

年

金

に

任

意

加

入

し

て

い

る

人

な

ど

任

意

加

入

被

保

険

者

が

�

歳

未

満

と

違

い

が

あ

り

、

こ

れ

を

見

直

す

。

　

老

齢

基

礎

年

金

や

イ

デ

コ

の

老

齢

給

付

を

受

給

し

て

い

な

い

こ

と

な

ど

が

条

件

と

な

る

。

拠

出

限

度

額

は

原

則

、

月

額

６

万

２

０

０

０

円

と

す

る

。

　

参

道

部

分

を

含

む

本

件

商

業

ビ

ル

の

土

地

は

宗

教

法

人

で

あ

る

納

税

者

か

ら

第

三

者

に

賃

貸

さ

れ

て

い

た

。

本

件

商

業

ビ

ル

は

令

和

元

年

に

竣

工

。

地

下

１

階

、

地

上

�

階

建

て

で

、

１

階

か

ら

３

階

ま

で

の

中

央

部

は

、

奥

に

あ

る

寺

院

に

通

り

抜

け

が

で

き

る

よ

う

に

幅

員

�

・

�

㍍

、

高

さ

約

�

㍍

の

空

洞

と

な

っ

て

お

り

、

寺

院

に

参

拝

す

る

た

め

の

唯

一

の

参

道

と

な

っ

て

い

る

。

　

一

審

の

大

阪

地

裁

は

参

道

部

分

を

含

む

本

件

土

地

す

べ

て

に

固

定

資

産

税

等

を

課

し

た

大

阪

市

の

賦

課

決

定

処

分

を

適

法

と

し

た

が

、

二

審

の

大

阪

高

裁

は

非

課

税

部

分

も

含

ま

れ

る

と

の

判

断

の

も

と

賦

課

決

定

の

一

部

を

取

り

消

し

た

た

め

、

市

側

が

判

決

を

不

服

と

し

て

上

告

等

を

し

て

い

た

。

　

争

点

は

、

本

件

土

地

の

参

道

部

分

が

地

方

税

法

３

４

８

条

《

固

定

資

産

税

の

非

課

税

の

範

囲

》

２

項

３

号

で

非

課

税

と

し

て

い

る

「

宗

教

法

人

が

専

ら

そ

の

本

来

の

用

に

供

す

る

宗

教

法

人

法

第

３

条

に

規

定

す

る

境

内

建

物

及

び

境

内

地

」

に

該

当

す

る

か

否

か

。

　

判

決

で

最

高

裁

は

、

商

業

ビ

ル

の

あ

る

土

地

は

賃

貸

さ

れ

、

そ

の

全

体

が

商

業

ビ

ル

の

敷

地

と

な

っ

て

お

り

、

本

件

土

地

の

う

ち

参

道

と

し

て

用

い

ら

れ

て

い

た

部

分

は

境

内

地

に

該

当

す

る

も

の

と

い

え

る

が

、

そ

の

上

に

商

業

ビ

ル

が

存

在

し

て

い

た

こ

と

か

ら

「

参

道

の

用

に

供

さ

れ

て

い

た

だ

け

で

な

く

、

そ

れ

以

外

の

用

に

も

供

さ

れ

て

い

た

と

い

う

べ

き

」

と

指

摘

。

し

た

が

っ

て

、

地

方

税

法

３

４

８

条

２

項

３

号

の

「

宗

教

法

人

が

専

ら

そ

の

本

来

の

用

に

供

す

る

…

」

に

該

当

す

る

も

の

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

と

判

断

し

、

処

分

の

取

消

し

を

求

め

る

納

税

者

の

訴

え

を

退

け

た

。

　

な

お

、

本

件

を

審

理

し

た

４

人

の

裁

判

官

の

う

ち

高

須

裁

判

官

は

同

判

断

（

多

数

意

見

）

に

反

対

意

見

を

示

し

た

。

高

須

裁

判

官

は

多

数

意

見

の

よ

う

な

解

釈

を

採

る

と

「

参

道

の

上

部

あ

る

い

は

下

部

に

建

物

部

分

が

存

在

す

る

な

ど

し

て

空

間

と

し

て

み

た

場

合

に

複

数

の

用

途

に

供

さ

れ

て

い

る

土

地

に

つ

い

て

は

、

常

に

本

件

規

定

の

適

用

を

否

定

せ

ざ

る

を

得

な

い

こ

と

に

な

る

」

と

し

、

「

こ

の

よ

う

な

解

釈

は

い

た

ず

ら

に

非

課

税

の

余

地

を

狭

め

る

点

に

お

い

て

妥

当

性

を

欠

く

と

い

う

べ

き

で

あ

る

」

と

指

摘

。

他

方

、

高

裁

判

決

に

も

非

課

税

と

す

べ

き

固

定

資

産

税

等

の

算

定

方

法

に

問

題

が

あ

る

の

で

審

理

を

差

し

戻

す

の

が

相

当

だ

と

し

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ２ ２

第３６８５号
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高

市

早

苗

首

相

が

通

常

国

会

の

冒

頭

に

衆

院

を

解

散

し

た

。

１

月

中

の

解

散

は

平

成

２

年

以

来

、

�

年

ぶ

り

と

な

る

★

１

月

解

散

が

長

い

間

、

行

わ

れ

て

こ

な

か

っ

た

こ

と

に

は

い

く

つ

か

の

理

由

が

考

え

ら

れ

る

。

予

算

や

税

制

改

正

法

の

年

度

内

成

立

が

難

し

く

な

る

こ

と

に

加

え

て

、

選

挙

期

間

が

受

験

シ

ー

ズ

ン

と

重

な

る

こ

と

、

雪

の

影

響

で

投

票

所

に

行

く

の

に

困

難

が

伴

う

地

域

が

あ

る

こ

と

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

る

。

先

日

も

日

本

海

側

を

中

心

に

大

雪

が

降

っ

た

。

あ

れ

だ

け

の

雪

の

中

、

投

票

に

行

く

の

は

相

当

、

骨

の

折

れ

る

こ

と

だ

ろ

う

。

大

雪

は

候

補

者

の

選

挙

活

動

に

も

支

障

を

き

た

す

★

た

だ

、

投

開

票

日

に

予

定

が

あ

っ

た

り

、

天

候

が

気

が

か

り

で

あ

っ

た

り

す

る

よ

う

で

あ

れ

ば

、

期

日

前

投

票

が

利

用

で

き

る

。

選

挙

は

民

主

主

義

の

根

幹

を

な

す

制

度

だ

。

一

人

で

も

多

く

の

人

に

投

票

と

い

う

権

利

を

行

使

し

て

も

ら

い

た

い

と

思

う

。

（

Ｚ

）

各党の消費税に対する姿勢

自民党

日本維新の会

飲食料品は２年間に限り

消費税の対象としないこ

とについて、今後「国民

会議」で財源やスケジュ

ールのあり方など実現に

向けた検討を加速。

中道改革連合

恒久的に食料品消費税ゼロ。

インボイスは廃止。

国民民主党

消費税を一律５％に減税。

インボイスは廃止。

れいわ新選組 廃止。インボイスも廃止。

日本共産党

廃止をめざし、ただちに

５％に減税。インボイス

は廃止。

参政党 廃止。インボイスも廃止。

日本保守党

食料品（酒類を含む）の消

費税率を恒久的にゼロ％

にする。

社会民主党

消費税率をゼロに引下げ。

インボイスは廃止。

減税日本・

ゆうこく連合

廃止一択。

チーム

みらい

消費税を下げることより

も、社会保険料を下げる

ことを優先。

　

消

費

税

率

が

引

き

下

げ

ら

れ

る

可

能

性

が

高

ま

っ

て

き

た

。

２

月

８

日

投

開

票

の

衆

院

選

で

主

要

政

党

が

飲

食

料

品

に

か

か

る

消

費

税

率

の

引

下

げ

等

を

公

約

に

掲

げ

て

い

る

た

め

だ

。

与

党

の

自

民

党

、

日

本

維

新

の

会

が

そ

れ

ぞ

れ

飲

食

料

品

の

消

費

税

率

を

２

年

間

ゼ

ロ

と

す

る

こ

と

を

打

ち

出

し

て

い

る

ほ

か

、

立

憲

民

主

党

と

公

明

党

が

合

流

し

て

結

成

し

た

中

道

改

革

連

合

も

恒

久

的

な

食

料

品

の

消

費

税

ゼ

ロ

を

主

張

し

て

い

る

。

た

だ

、

高

市

早

苗

首

相

が

衆

院

解

散

を

表

明

し

た

１

月

�

日

の

会

見

で

時

限

的

な

飲

食

料

品

の

消

費

税

率

ゼ

ロ

に

言

及

し

て

か

ら

、

一

時

的

に

外

国

為

替

市

場

で

の

円

安

と

長

期

金

利

の

上

昇

が

進

ん

だ

。

税

収

が

失

わ

れ

る

こ

と

に

よ

る

財

政

悪

化

へ

の

懸

念

も

同

時

に

高

ま

っ

て

い

る

。

　

主

要

政

党

の

消

費

減

税

に

対

す

る

姿

勢

は

表

の

と

お

り

。

各

党

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

等

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

情

報

を

も

と

に

作

成

し

た

。

　

チ

ー

ム

み

ら

い

を

除

く

、

す

べ

て

の

党

が

税

率

引

下

げ

や

廃

止

を

主

張

し

て

い

る

。

税

率

引

下

げ

期

間

は

自

民

と

維

新

の

み

２

年

間

に

限

定

し

て

い

る

。

イ

ン

ボ

イ

ス

の

廃

止

を

訴

え

る

党

も

多

い

。

　

こ

の

た

め

、

衆

院

選

の

結

果

、

ど

の

党

が

政

権

を

担

う

こ

と

に

な

っ

て

も

、

消

費

税

率

の

引

下

げ

等

に

向

け

た

議

論

が

行

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

見

通

し

だ

。

　

消

費

税

率

引

下

げ

等

の

具

体

的

な

時

期

な

ど

に

関

し

て

は

、

１

月

�

日

に

開

催

さ

れ

た

日

本

記

者

ク

ラ

ブ

主

催

の

公

開

討

論

会

で

、

高

市

首

相

が

税

率

引

下

げ

を

仕

入

税

額

控

除

の

で

き

る

ゼ

ロ

税

率

と

す

る

考

え

と

と

も

に

、

社

会

保

障

と

税

の

一

体

改

革

を

議

論

す

る

「

国

民

会

議

」

で

結

論

が

ま

と

ま

れ

ば

、

今

年

秋

の

臨

時

国

会

に

も

税

制

改

正

関

連

法

案

を

提

出

し

た

い

と

の

意

向

を

示

し

た

。

　

と

は

い

え

、

シ

ン

ク

タ

ン

ク

の

大

和

総

研

が

作

成

し

た

試

算

に

よ

る

と

、

年

間

減

税

額

は

、

消

費

税

の

廃

止

だ

と

�

兆

４

０

０

０

億

円

、

消

費

税

率

５

％

へ

の

一

律

引

下

げ

で

�

兆

３

０

０

０

億

円

、

飲

食

料

品

（

軽

減

税

率

の

対

象

）

の

消

費

税

ゼ

ロ

で

も

４

兆

８

０

０

０

億

円

に

及

ぶ

。

消

費

税

率

の

引

下

げ

等

を

実

施

す

れ

ば

、

こ

れ

だ

け

の

財

源

が

失

わ

れ

る

こ

と

に

な

り

、

減

収

分

を

ど

う

補

う

の

か

も

引

下

げ

等

の

議

論

の

際

に

は

重

要

な

論

点

と

な

る

。

　

高

市

首

相

は

税

率

引

下

げ

の

財

源

に

つ

い

て

、

特

例

公

債

（

赤

字

国

債

）

に

頼

る

こ

と

な

く

、

補

助

金

や

租

税

特

別

措

置

の

見

直

し

、

税

外

収

入

な

ど

歳

出

・

歳

入

全

般

の

見

直

し

を

通

じ

て

確

保

す

る

考

え

を

示

し

て

い

る

が

、

赤

字

国

債

に

頼

ら

ず

巨

額

の

財

源

を

本

当

に

確

保

で

き

る

の

か

は

不

安

視

さ

れ

て

お

り

、

こ

の

と

こ

ろ

の

日

本

国

債

の

売

り

圧

力

に

つ

な

が

っ

て

い

る

。

　

暗

号

資

産

等

を

利

用

し

た

脱

税

等

の

リ

ス

ク

が

顕

在

化

し

た

こ

と

を

受

け

、

令

和

４

年

に

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

に

お

い

て

、

各

国

の

税

務

当

局

が

自

国

の

暗

号

資

産

交

換

業

者

等

か

ら

報

告

さ

れ

る

非

居

住

者

の

暗

号

資

産

等

取

引

情

報

を

、

租

税

条

約

等

に

基

づ

い

て

税

務

当

局

間

で

自

動

的

に

交

換

す

る

た

め

の

国

際

基

準

と

し

て

「

暗

号

資

産

等

報

告

枠

組

み

（

Ｃ

Ａ

Ｒ

Ｆ

：

Ｃ

ｒ

ｙ

ｐ

ｔ

ｏ

―

Ａ

ｓ

ｓ

ｅ

ｔ

Ｒ

ｅ

ｐ

ｏ

ｒ

ｔ

ｉ

ｎ

ｇ

Ｆ

ｒ

ａ

ｍ

ｅ

ｗ

ｏ

ｒ

ｋ

）

」

が

策

定

さ

れ

、

承

認

・

公

表

さ

れ

た

。

こ

れ

に

よ

り

、

暗

号

資

産

交

換

業

者

等

が

非

居

住

者

に

係

る

暗

号

資

産

等

取

引

情

報

を

税

務

当

局

に

報

告

し

、

各

国

の

税

務

当

局

間

で

互

い

に

提

供

す

る

こ

と

と

な

っ

た

。

　

国

内

で

は

こ

の

実

施

に

必

要

な

法

整

備

が

６

年

度

税

制

改

正

で

実

施

さ

れ

、

８

年

１

月

１

日

に

施

行

。

８

年

か

ら

暗

号

資

産

交

換

業

者

等

に

よ

る

対

象

取

引

の

特

定

手

続

が

行

わ

れ

、

９

年

に

国

税

庁

が

８

年

分

の

報

告

を

暗

号

資

産

交

換

業

者

等

か

ら

受

け

取

っ

た

後

、

租

税

条

約

等

に

基

づ

い

て

税

務

当

局

間

の

自

動

的

情

報

交

換

を

開

始

す

る

。

８

年

１

月

１

日

現

在

で

、

Ｃ

Ａ

Ｒ

Ｆ

に

基

づ

く

自

動

的

情

報

交

換

の

実

施

を

日

本

と

コ

ミ

ッ

ト

し

て

い

る

の

は

�

カ

国

・

地

域

と

な

っ

て

い

る

。

　

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

で

カ

バ

ー

さ

れ

て

い

な

い

暗

号

資

産

等

取

引

情

報

を

海

外

の

税

務

当

局

と

情

報

交

換

が

可

能

と

な

り

、

同

庁

は

「

Ｃ

Ａ

Ｒ

Ｆ

に

基

づ

く

自

動

的

情

報

交

換

」

と

、

従

来

の

「

要

請

に

基

づ

く

情

報

交

換

」

を

組

み

合

わ

せ

て

効

果

的

に

調

査

を

実

施

し

て

い

く

方

針

だ

。

　

６

事

務

年

度

に

、

暗

号

資

産

取

引

に

関

す

る

「

要

請

に

基

づ

く

情

報

交

換

」

の

活

用

事

例

に

は

、

次

の

よ

う

な

も

の

が

あ

っ

た

。

【

名

古

屋

局

管

内

・

個

人

】

　

個

人

投

資

家

Ａ

は

、

調

査

対

象

期

間

の

う

ち

特

定

の

年

分

に

つ

い

て

の

み

暗

号

資

産

取

引

に

よ

る

所

得

を

申

告

し

て

お

り

、

申

告

の

な

い

年

分

に

つ

い

て

、

同

様

の

所

得

の

申

告

漏

れ

が

疑

わ

れ

た

こ

と

か

ら

調

査

に

着

手

。

　

調

査

の

過

程

で

、

個

人

投

資

家

Ａ

は

国

内

の

暗

号

資

産

交

換

所

だ

け

で

な

く

、

国

外

の

暗

号

資

産

交

換

所

も

利

用

し

て

取

引

を

行

っ

て

い

る

事

実

を

把

握

し

た

。

し

か

し

な

が

ら

、

個

人

投

資

家

Ａ

は

、

国

外

の

暗

号

資

産

交

換

所

は

利

用

し

て

い

な

い

と

の

主

張

を

繰

り

返

し

た

た

め

、

暗

号

資

産

交

換

所

が

所

在

す

る

Ｚ

国

の

税

務

当

局

に

対

し

て

取

引

内

容

に

関

す

る

情

報

提

供

要

請

を

行

っ

た

。

　

Ｚ

国

税

務

当

局

か

ら

受

領

し

た

情

報

を

検

討

し

た

結

果

、

多

額

の

申

告

漏

れ

の

事

実

を

把

握

し

た

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

（

税

関

確

認

結

果

）

の

Ｆ

Ａ

Ｑ

を

公

表

し

た

。

　

外

国

人

旅

行

者

向

け

消

費

税

免

税

制

度

（

輸

出

物

品

販

売

場

制

度

）

は

、

令

和

８

年

�

月

１

日

か

ら

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

に

移

行

す

る

。

こ

れ

に

よ

り

、

免

税

店

は

、

免

税

購

入

対

象

者

に

対

し

、

税

込

価

格

（

課

税

）

で

免

税

対

象

物

品

を

販

売

し

、

免

税

購

入

対

象

者

が

購

入

日

か

ら

�

日

以

内

の

出

国

時

に

税

関

の

持

出

確

認

を

受

け

た

場

合

、

購

入

記

録

情

報

と

税

関

確

認

情

報

を

保

存

す

る

こ

と

で

免

税

の

適

用

を

受

け

、

当

該

確

認

後

に

消

費

税

相

当

額

を

返

金

（

リ

フ

ァ

ン

ド

）

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

Ｆ

Ａ

Ｑ

で

は

、

税

関

確

認

結

果

が

提

供

さ

れ

る

仕

組

み

や

提

供

さ

れ

る

情

報

の

区

分

、

税

関

確

認

結

果

を

取

得

す

る

た

め

に

必

要

な

手

続

と

そ

の

手

順

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

同

庁

は

１

月

�

日

に

リ

フ

ァ

ン

ド

方

式

の

概

要

や

ポ

イ

ン

ト

を

説

明

す

る

動

画

を

公

開

し

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



国外財産調書の提出状況

令　和

５年分

令　和

６年分

前年対比

（％）

総提出件数（件） １３，２４３ １４，５４４ １０９．８

総財産額（億円） ６４，８９７ ８１，９４５ １２６．２

有価証券 ４０，９０５ ５４，８１７ １３４．０

預貯金 ８，４７９ ８，８１７ １０３．９

建物 ５，０６４ ５，３９７ １０６．５

貸付金 １，８３５ ２，６１８ １４２．６

土地 １，６２０ １，６８６ １０４．０

上記以外の財産 ６，９９３ ８，６１１ １２３．１

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

６

年

分

の

国

外

財

産

調

書

の

提

出

状

況

を

公

表

し

た

。

国

外

財

産

調

書

の

提

出

件

数

は

前

年

比

９

・

８

％

増

の

１

万

４

５

４

４

３

件

で

、

総

財

産

額

は

同

�

・

３

％

増

の

８

兆

１

９

４

５

億

円

と

い

ず

れ

も

年

々

増

加

し

、

過

去

最

高

だ

っ

た

。

　

提

出

状

況

は

表

の

通

り

。

　

財

産

の

種

類

別

総

額

を

見

る

と

、

有

価

証

券

が

５

兆

４

８

１

７

億

円

（

前

年

度

比

�

・

０

％

増

）

で

全

体

の

約

７

割

を

占

め

る

。

　

有

価

証

券

の

保

有

割

合

が

高

い

こ

と

か

ら

、

株

価

が

上

昇

基

調

で

あ

っ

た

こ

と

と

、

円

安

に

よ

り

外

貨

建

て

資

産

を

円

換

算

に

す

る

と

財

産

価

額

が

増

加

し

た

こ

と

か

ら

、

こ

れ

ま

で

同

調

書

の

提

出

義

務

が

な

か

っ

た

人

が

多

く

対

象

者

と

な

っ

た

こ

と

が

提

出

件

数

と

総

財

産

額

が

過

去

最

高

と

な

っ

た

要

因

だ

。

　

次

に

、

局

別

の

提

出

件

数

を

見

る

と

、

東

京

局

が

９

２

６

２

件

で

全

体

の

�

・

７

％

を

占

め

、

続

い

て

大

阪

局

が

２

０

９

４

件

、

名

古

屋

局

が

９

３

３

件

、

そ

の

他

が

２

２

５

５

件

と

な

っ

て

い

る

。

局

別

の

総

財

産

額

は

、

東

京

局

が

６

兆

６

０

４

７

億

円

で

全

体

の

�

・

６

％

を

占

め

、

大

阪

局

が

７

２

０

０

億

円

、

名

古

屋

局

が

３

０

０

５

億

円

、

そ

の

他

が

５

６

９

４

億

円

だ

っ

た

。

　

同

調

書

の

提

出

が

な

い

場

合

、

ま

た

は

提

出

さ

れ

た

同

調

書

に

記

載

の

な

い

国

外

財

産

に

係

る

所

得

税

・

相

続

税

の

申

告

漏

れ

が

生

じ

た

場

合

、

過

少

申

告

加

算

税

ま

た

は

無

申

告

加

算

税

を

５

％

加

重

す

る

特

例

措

置

が

適

用

さ

れ

る

。

　

６

事

務

年

度

の

加

重

措

置

は

、

前

年

度

よ

り

�

件

多

い

３

６

６

件

（

提

出

が

な

か

っ

た

も

の

２

５

４

件

、

記

載

不

備

１

１

２

件

）

に

適

用

さ

れ

、

増

差

所

得

等

金

額

は

、

同

�

・

９

％

増

の

１

６

９

億

６

５

０

０

万

円

と

増

加

し

た

。

　

一

方

、

同

調

書

に

記

載

さ

れ

た

国

外

財

産

の

所

得

税

・

相

続

税

に

係

る

申

告

漏

れ

が

生

じ

た

場

合

、

同

加

算

税

を

５

％

軽

減

す

る

軽

減

措

置

が

適

用

さ

れ

る

。

　

６

事

務

年

度

の

軽

減

措

置

は

、

前

年

よ

り

�

件

多

い

２

２

１

件

に

適

用

さ

れ

、

増

差

所

得

等

金

額

は

同

�

・

９

％

減

の

�

億

２

６

０

０

万

円

と

減

少

し

た

。

　

加

重

措

置

・

軽

減

措

置

を

適

用

し

た

事

例

は

次

の

通

り

。

【

加

重

措

置

の

適

用

事

例

（

東

京

局

管

内

）

】

　

個

人

Ａ

に

つ

い

て

、

国

外

送

金

等

調

書

に

よ

り

、

海

外

金

融

機

関

口

座

か

ら

国

内

金

融

機

関

の

口

座

へ

多

額

の

送

金

を

し

て

い

る

事

実

を

把

握

し

た

た

め

、

詳

細

を

解

明

す

べ

く

調

査

に

着

手

し

た

。

　

調

査

の

結

果

、

個

人

Ａ

は

、

①

海

外

に

不

動

産

を

所

有

し

て

お

り

、

売

却

等

に

よ

る

収

入

が

あ

る

こ

と

、

②

当

該

収

入

に

係

る

所

得

を

申

告

し

て

い

な

い

こ

と

が

判

明

し

た

。

　

さ

ら

に

、

①

の

国

外

財

産

の

総

額

が

５

０

０

０

万

円

を

超

え

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

国

外

財

産

調

書

を

提

出

し

て

い

な

か

っ

た

た

め

、

個

人

Ａ

に

対

し

て

、

過

少

申

告

加

算

税

の

加

重

措

置

を

適

用

し

た

。

　

所

得

税

（

３

年

分

）

の

申

告

漏

れ

所

得

金

額

は

約

６

億

円

、

加

重

措

置

適

用

有

り

の

加

算

税

を

含

む

追

徴

税

額

は

約

１

億

円

、

国

外

財

産

調

書

記

載

漏

れ

財

産

は

約

６

億

円

だ

っ

た

。

加

重

し

た

税

額

は

約

５

０

０

万

円

と

な

っ

て

い

る

。

【

軽

減

措

置

の

適

用

事

例

（

東

京

局

管

内

）

】

　

個

人

Ｂ

に

つ

い

て

、

国

外

財

産

調

書

上

、

海

外

金

融

機

関

に

お

い

て

預

金

口

座

が

あ

る

旨

の

記

載

が

あ

っ

た

が

、

利

子

等

の

申

告

が

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

運

用

状

況

等

を

解

明

す

べ

く

調

査

に

着

手

し

た

。

　

調

査

の

結

果

、

個

人

Ｂ

は

、

海

外

金

融

機

関

の

預

金

口

座

か

ら

得

た

利

子

や

円

転

換

し

た

際

の

為

替

差

益

が

申

告

漏

れ

と

な

っ

て

い

た

こ

と

か

ら

、

追

徴

課

税

を

行

っ

た

。

　

一

方

で

、

提

出

済

み

の

国

外

財

産

調

書

に

記

載

の

あ

る

国

外

財

産

に

係

る

所

得

税

の

申

告

漏

れ

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

個

人

Ｂ

に

対

し

て

、

過

少

申

告

加

算

税

の

軽

減

措

置

を

適

用

し

た

。

　

所

得

税

（

５

年

分

）

の

申

告

漏

れ

所

得

金

額

は

約

１

億

円

、

軽

減

措

置

適

用

有

り

の

加

算

税

を

含

む

追

徴

税

額

は

約

２

０

０

０

万

円

だ

っ

た

。

軽

減

し

た

税

額

は

約

１

０

０

万

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

政

府

は

１

月

�

日

、

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

（

Ｂ

Ｅ

Ｐ

Ｓ

包

摂

的

枠

組

み

の

う

ち

第

２

の

柱

）

に

係

る

国

際

合

意

を

踏

ま

え

た

措

置

を

閣

議

決

定

し

た

。

１

月

５

日

に

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

に

つ

い

て

米

国

に

本

社

を

置

く

多

国

籍

企

業

な

ど

を

適

用

外

と

す

る

合

意

が

成

立

し

た

こ

と

を

受

け

て

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

で

所

要

の

措

置

を

講

じ

る

こ

と

を

盛

り

込

ん

で

い

る

。

　

閣

議

決

定

し

た

文

書

で

は

、

国

際

課

税

シ

ス

テ

ム

の

安

定

化

等

の

観

点

か

ら

、

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

と

独

自

の

ミ

ニ

マ

ム

課

税

制

度

を

有

す

る

米

国

を

含

む

一

定

の

要

件

を

満

た

す

国

の

制

度

と

の

共

存

等

に

つ

い

て

合

意

が

成

立

し

た

こ

と

か

ら

、

当

該

合

意

に

則

り

、

８

年

度

税

制

改

正

で

我

が

国

制

度

の

見

直

し

を

行

う

こ

と

と

す

る

と

し

て

い

る

。

　

具

体

的

に

は

、

特

定

多

国

籍

企

業

グ

ル

ー

プ

等

の

最

終

親

会

社

等

が

一

定

の

要

件

を

満

た

し

て

い

る

と

国

際

的

に

認

め

ら

れ

る

国

ま

た

は

地

域

と

し

て

財

務

大

臣

が

指

定

す

る

国

ま

た

は

地

域

を

所

在

地

国

と

す

る

場

合

、

そ

の

特

定

多

国

籍

企

業

グ

ル

ー

プ

等

に

属

す

る

構

成

会

社

等

に

係

る

グ

ル

ー

プ

国

際

最

低

課

税

額

お

よ

び

そ

の

特

定

多

国

籍

企

業

グ

ル

ー

プ

等

に

係

る

共

同

支

配

会

社

等

に

係

る

グ

ル

ー

プ

国

際

最

低

課

税

額

を

零

と

す

る

適

用

免

除

基

準

を

設

け

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

本

改

正

は

、

８

年

１

月

１

日

以

後

に

開

始

す

る

対

象

会

計

年

度

か

ら

適

用

す

る

予

定

。

　

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

は

、

各

国

の

法

人

税

引

下

げ

競

争

に

歯

止

め

を

か

け

、

企

業

間

の

公

平

な

競

争

環

境

を

整

備

す

る

た

め

、

多

国

籍

企

業

に

対

し

て

各

国

ご

と

に

最

低

税

率

�

％

以

上

の

課

税

を

確

保

す

る

仕

組

み

。

令

和

３

年

に

約

１

４

０

カ

国

・

地

域

が

参

加

す

る

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

／

Ｇ

�

「

Ｂ

Ｅ

Ｐ

Ｓ

包

摂

的

枠

組

み

」

で

合

意

さ

れ

、

日

本

で

も

制

度

が

す

で

に

法

制

化

さ

れ

て

い

た

。

　

商

業

登

記

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

が

１

月

�

日

に

公

布

さ

れ

、

令

和

８

年

２

月

２

日

か

ら

施

行

さ

れ

る

。

改

正

省

令

で

は

、

設

立

の

登

記

の

申

請

の

特

例

と

し

て

、

一

定

の

要

件

の

下

、

申

請

者

が

行

政

機

関

の

休

日

で

あ

る

特

定

の

日

を

そ

の

登

記

の

日

と

す

る

こ

と

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

旨

の

規

定

を

設

け

る

こ

と

で

、

登

記

の

年

月

日

及

び

会

社

等

成

立

の

年

月

日

に

つ

い

て

、

当

該

特

定

の

日

付

で

登

記

簿

に

記

録

す

る

こ

と

を

可

能

と

す

る

た

め

の

所

要

の

整

備

が

さ

れ

た

。

こ

れ

に

よ

り

、

１

月

１

日

な

ど

の

休

日

を

、

会

社

等

の

設

立

日

と

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

る

。

　

会

社

等

は

設

立

の

登

記

を

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

成

立

す

る

と

さ

れ

て

お

り

、

会

社

の

設

立

年

月

日

は

、

登

記

所

（

法

務

局

）

が

当

該

会

社

の

設

立

登

記

申

請

を

受

け

付

け

た

日

と

な

る

。

そ

の

た

め

、

登

記

所

が

業

務

を

行

わ

な

い

行

政

機

関

の

休

日

を

、

設

立

日

と

し

て

登

記

簿

に

記

録

す

る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た

。

　

特

例

に

お

け

る

要

件

は

、

①

登

記

が

成

立

の

要

件

と

な

る

会

社

等

で

あ

る

こ

と

、

②

設

立

の

登

記

の

際

に

同

特

例

を

求

め

る

旨

及

び

そ

の

求

め

る

登

記

の

日

（

指

定

登

記

日

）

を

申

請

書

に

記

載

す

る

こ

と

、

③

指

定

登

記

日

が

行

政

機

関

の

休

日

で

あ

る

こ

と

、

④

指

定

登

記

日

の

直

前

の

開

庁

日

に

申

請

を

す

る

こ

と

と

な

っ

て

い

る

。

　

④

に

つ

い

て

は

、

オ

ン

ラ

イ

ン

や

郵

送

に

よ

り

申

請

を

行

う

場

合

に

お

い

て

も

、

当

該

申

請

が

開

庁

時

間

内

に

到

達

し

、

指

定

登

記

日

の

直

前

の

開

庁

日

の

日

付

で

受

付

が

さ

れ

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

例

え

ば

、

１

月

１

日

を

設

立

日

と

す

る

場

合

、

法

務

局

が

休

日

と

な

る

�

月

�

日

の

前

日

と

な

る

�

日

に

申

請

を

行

う

こ

と

と

な

る

。

　

な

お

、

法

務

省

は

１

月

�

日

に

同

特

例

に

関

す

る

お

知

ら

せ

を

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

表

し

て

お

り

、

制

度

の

概

要

や

要

件

、

申

請

書

の

記

載

例

、

留

意

事

項

等

を

掲

載

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



１　税務署に出向く必要なし�

　　国税庁ＨＰ等で作成した申告書等は、ｅ―Ｔａｘを利

用して提出できます。

２　いつでも利用可能�

　　�時間いつでもご利用できます（メンテナンス時間を

除きます。）。

３　見やすいスマホ専用画面�

　　スマホやタブレット端末に最適化したデザインの画面

を利用して、スマホやタブレット端末からも申告書（青

色申告決算書及び収支内訳書を含みます。）の作成がで

きます。

４　マイナポータル連携で自動入力�

　　事前準備の設定を行うことで、マイナポータル経由で

給与所得の源泉徴収票やふるさと納税などの確定申告に

必要な情報が自動入力されます。

５　前年データが利用可能�

　　作成した申告書等のデータを保存しておけば、翌年の

申告で利用できます。

１

　

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

　

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

は

税

務

署

や

金

融

機

関

の

窓

口

に

出

向

く

こ

と

な

く

、

ご

自

宅

等

か

ら

申

告

・

納

税

等

の

手

続

を

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

で

行

え

る

便

利

な

シ

ス

テ

ム

で

す

。

　

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

す

る

こ

と

に

よ

る

メ

リ

ッ

ト

は

表

１

の

と

お

り

で

す

。

　

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

読

取

対

応

の

ス

マ

ホ

と

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

が

あ

れ

ば

、

い

つ

で

も

ど

こ

で

も

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

申

告

が

で

き

ま

す

。

　

な

お

、

事

前

に

税

務

署

等

で

本

人

確

認

の

上

、

Ｉ

Ｄ

と

パ

ス

ワ

ー

ド

の

発

行

を

受

け

て

申

告

す

る

Ｉ

Ｄ

・

パ

ス

ワ

ー

ド

方

式

は

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

が

普

及

す

る

ま

で

の

暫

定

的

な

対

応

で

あ

り

、

令

和

７

年

�

月

１

日

か

ら

新

規

発

行

を

停

止

し

て

お

り

ま

す

（

詳

し

く

は

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

（

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

）

を

ご

覧

く

だ

さ

い

。

）

。

　

是

非

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

申

告

手

続

を

お

願

い

し

ま

す

。

　

ま

た

、

手

続

の

際

に

は

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

及

び

電

子

証

明

書

の

有

効

期

限

を

確

認

し

て

い

た

だ

き

、

更

新

す

る

必

要

が

あ

る

場

合

に

は

、

確

定

申

告

時

期

に

集

中

し

な

い

よ

う

、

早

期

に

手

続

を

行

っ

て

い

た

だ

く

よ

う

お

願

い

し

ま

す

。

２

　

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

　

税

務

署

で

は

、

納

税

者

の

皆

様

に

ご

自

身

で

申

告

書

を

作

成

し

て

い

た

だ

け

る

よ

う

、

税

に

関

す

る

様

々

な

情

報

や

サ

ー

ビ

ス

を

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

等

で

発

信

・

提

供

し

て

い

ま

す

。

　

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

の

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

（

作

成

コ

ー

ナ

ー

）

を

ご

利

用

い

た

だ

き

ま

す

と

、

画

面

の

案

内

に

沿

っ

て

収

入

（

所

得

）

の

種

類

に

応

じ

た

金

額

な

ど

を

入

力

す

る

だ

け

で

、

所

得

金

額

や

税

額

が

自

動

的

に

計

算

さ

れ

、

所

得

税

等

、

消

費

税

等

（

個

人

事

業

者

）

及

び

贈

与

税

の

申

告

書

や

青

色

申

告

決

算

書

な

ど

を

作

成

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

３

　

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

　

　

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

て

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

経

由

で

、

申

告

に

必

要

な

医

療

費

、

ふ

る

さ

と

納

税

な

ど

の

寄

附

金

、

公

的

年

金

等

の

源

泉

徴

収

票

等

の

各

種

証

明

書

等

の

デ

ー

タ

を

一

括

で

取

得

し

、

確

定

申

告

書

の

該

当

項

目

へ

自

動

入

力

が

で

き

ま

す

（

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

）

。

控

除

証

明

書

等

の

集

計

や

１

件

ず

つ

入

力

す

る

手

間

が

不

要

で

あ

り

、

ま

た

、

証

明

書

等

の

添

付

や

ご

自

宅

等

で

の

管

理

や

保

管

も

不

要

な

た

め

大

変

便

利

で

す

。

　

な

お

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

を

利

用

す

る

た

め

に

は

事

前

設

定

が

必

要

で

す

。

詳

し

く

は

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

を

ご

覧

く

だ

さ

い

。

　

お

っ

て

、

自

動

入

力

の

対

象

と

な

る

に

は

一

定

の

条

件

が

あ

り

、

自

動

入

力

の

対

象

と

な

る

場

合

で

あ

っ

て

も

、

手

続

に

時

間

が

か

か

る

場

合

が

あ

り

ま

す

の

で

、

お

早

め

の

準

備

を

お

願

い

し

ま

す

。

　

年

が

明

け

、

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

（

以

下

「

所

得

税

等

」

と

い

い

ま

す

。

）

と

個

人

事

業

者

の

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

（

以

下

「

消

費

税

等

（

個

人

事

業

者

）

」

と

い

い

ま

す

。

）

の

確

定

申

告

の

時

期

と

な

り

ま

し

た

。

令

和

７

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

の

相

談

及

び

申

告

書

の

受

付

は

、

２

月

�

日

（

月

）

か

ら

３

月

�

日

（

月

）

ま

で

、

消

費

税

等

（

個

人

事

業

者

）

の

相

談

及

び

申

告

書

の

受

付

は

、

３

月

�

日

（

火

）

ま

で

と

な

り

ま

す

。

　

な

お

、

給

与

所

得

者

が

医

療

費

控

除

、

寄

附

金

控

除

、

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

の

適

用

を

受

け

る

場

合

な

ど

、

税

金

の

還

付

を

受

け

る

た

め

の

申

告

（

還

付

申

告

）

は

、

２

月

�

日

（

月

）

よ

り

前

で

も

提

出

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

確

定

申

告

を

予

定

さ

れ

て

い

る

方

は

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

を

実

施

の

上

、

ご

自

宅

等

か

ら

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

、

特

に

利

便

性

の

高

い

ス

マ

ホ

で

の

申

告

を

、

ぜ

ひ

ご

利

用

く

だ

さ

い

。

　

確

定

申

告

会

場

で

申

告

書

の

作

成

・

相

談

を

す

る

場

合

に

は

Ｌ

Ｉ

Ｎ

Ｅ

に

よ

る

オ

ン

ラ

イ

ン

事

前

予

約

を

お

願

い

し

ま

す

。

　

そ

れ

で

は

、

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

に

当

た

っ

て

、

留

意

し

て

い

た

だ

き

た

い

点

な

ど

を

紹

介

し

ま

す

。

１

　

医

療

費

控

除

の

提

出

書

類

　

医

療

費

控

除

の

適

用

を

受

け

る

際

に

は

、

領

収

書

の

提

出

の

代

わ

り

に

、

「

医

療

費

控

除

の

明

細

書

」

（

医

療

を

受

け

た

方

の

氏

名

、

病

院

・

薬

局

な

ど

の

名

称

、

支

払

っ

た

医

療

費

の

額

等

を

記

載

し

た

も

の

）

の

作

成

と

添

付

が

必

要

で

す

（

「

医

療

費

控

除

の

明

細

書

」

は

、

作

成

コ

ー

ナ

ー

を

利

用

し

て

作

成

す

る

こ

と

も

で

き

る

ほ

か

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

か

ら

様

式

を

ダ

ウ

ン

ロ

ー

ド

す

る

こ

と

も

で

き

ま

す

。

）

。

　

医

療

費

の

領

収

書

に

つ

い

て

、

確

定

申

告

書

へ

の

添

付

又

は

提

出

す

る

際

の

提

示

は

必

要

あ

り

ま

せ

ん

が

、

確

定

申

告

期

限

等

か

ら

５

年

間

保

存

し

、

税

務

署

等

か

ら

求

め

ら

れ

た

と

き

は

、

提

示

又

は

提

出

し

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

　

な

お

、

医

療

保

険

者

等

か

ら

交

付

を

受

け

た

「

医

療

費

通

知

」

に

つ

い

て

は

、

確

定

申

告

書

に

添

付

す

る

こ

と

に

よ

り

、

明

細

書

の

記

載

を

省

略

す

る

こ

と

が

で

き

、

医

療

費

の

領

収

書

の

保

存

も

不

要

と

な

り

ま

す

。

　

ま

た

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

で

取

得

し

た

「

医

療

費

通

知

情

報

」

デ

ー

タ

に

つ

い

て

は

、

作

成

コ

ー

ナ

ー

で

自

動

入

力

で

き

る

ほ

か

、

確

定

申

告

書

を

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

り

提

出

す

る

際

に

添

付

書

類

デ

ー

タ

と

し

て

送

信

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

お

っ

て

、

医

療

費

控

除

の

計

算

に

当

た

っ

て

、

健

康

保

険

法

の

規

定

に

よ

り

支

給

を

受

け

る

高

額

療

養

費

等

の

金

額

が

あ

る

場

合

に

は

こ

れ

を

控

除

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

２

　

ふ

る

さ

と

納

税

ワ

ン

ス

ト

ッ

プ

特

例

制

度

に

よ

る

寄

附

金

控

除

の

申

告

漏

れ

　

給

与

所

得

者

等

で

確

定

申

告

が

不

要

な

方

が

ふ

る

さ

と

納

税

を

す

る

場

合

、

ふ

る

さ

と

納

税

先

の

自

治

体

に

所

定

の

申

請

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

確

定

申

告

を

す

る

こ

と

な

く

寄

附

金

控

除

が

受

け

ら

れ

る

「

ふ

る

さ

と

納

税

ワ

ン

ス

ト

ッ

プ

特

例

制

度

」

が

あ

り

ま

す

。

　

た

だ

し

、

こ

の

ふ

る

さ

と

納

税

ワ

ン

ス

ト

ッ

プ

特

例

制

度

を

申

請

し

た

後

に

、

医

療

費

控

除

の

適

用

な

ど

の

理

由

で

確

定

申

告

を

行

う

場

合

に

は

、

そ

の

申

請

が

な

か

っ

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

た

め

、

確

定

申

告

に

ふ

る

さ

と

納

税

の

金

額

を

含

め

て

寄

附

金

控

除

の

計

算

を

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

　

例

年

、

確

定

申

告

に

お

い

て

、

ふ

る

さ

と

納

税

ワ

ン

ス

ト

ッ

プ

特

例

制

度

を

申

請

し

た

分

の

ふ

る

さ

と

納

税

を

寄

附

金

控

除

に

入

れ

ず

に

申

告

し

て

し

ま

う

方

が

い

ま

す

の

で

ご

注

意

く

だ

さ

い

。

　

ま

た

、

確

定

申

告

に

よ

り

寄

附

金

控

除

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

は

、

確

定

申

告

書

に

特

定

寄

附

金

の

受

領

者

が

発

行

す

る

寄

附

ご

と

の

「

寄

附

金

の

受

領

書

」

の

添

付

が

必

要

（

そ

の

記

載

内

容

を

入

力

し

て

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

送

信

す

る

場

合

に

は

添

付

省

略

と

な

り

ま

す

。

）

と

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

特

定

寄

附

金

の

受

領

者

が

地

方

団

体

で

あ

る

と

き

（

ふ

る

さ

と

納

税

で

あ

る

と

き

）

は

、

寄

附

ご

と

の

「

寄

附

金

の

受

領

書

」

に

代

え

て

、

特

定

事

業

者

が

発

行

す

る

年

間

寄

附

額

を

記

載

し

た

「

寄

附

金

控

除

に

関

す

る

証

明

書

」

を

添

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

ま

す

（

国

税

庁

長

官

が

指

定

し

た

特

定

事

業

者

の

一

覧

に

つ

い

て

は

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

に

お

い

て

公

開

さ

れ

て

い

ま

す

。

）

。

３

　

確

定

申

告

義

務

の

見

直

し

　

令

和

４

年

１

月

１

日

以

後

に

提

出

期

限

が

到

来

す

る

所

得

税

の

確

定

申

告

書

に

つ

い

て

、

そ

の

計

算

し

た

所

得

税

の

額

の

合

計

額

が

配

当

控

除

の

額

を

超

え

る

場

合

で

あ

っ

て

も

、

控

除

し

き

れ

な

か

っ

た

外

国

税

額

控

除

の

額

が

あ

る

と

き

、

控

除

し

き

れ

な

か

っ

た

源

泉

徴

収

税

額

が

あ

る

と

き

又

は

控

除

し

き

れ

な

か

っ

た

予

定

納

税

額

が

あ

る

と

き

は

、

確

定

申

告

書

の

提

出

を

要

し

な

い

こ

と

と

さ

れ

ま

し

た

（

こ

の

場

合

に

お

け

る

確

定

申

告

書

の

提

出

期

間

に

つ

い

て

は

、

そ

の

年

の

翌

年

１

月

１

日

か

ら

５

年

間

と

な

り

ま

す

。

）

。

　

な

お

、

こ

の

場

合

で

あ

っ

て

も

、

�

万

円

又

は

�

万

円

の

青

色

申

告

特

別

控

除

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は

、

提

出

期

限

（

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

に

つ

い

て

は

令

和

８

年

３

月

�

日

（

月

）

）

ま

で

に

確

定

申

告

書

等

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

の

で

ご

留

意

く

だ

さ

い

。

４

　

青

色

申

告

特

別

控

除

�

万

円

の

適

用

　

青

色

申

告

特

別

控

除

�

万

円

の

控

除

を

受

け

る

た

め

に

は

、

①

ご

自

宅

等

の

パ

ソ

コ

ン

又

は

ス

マ

ホ

に

よ

り

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

確

定

申

告

書

及

び

青

色

申

告

決

算

書

の

デ

ー

タ

を

確

定

申

告

期

限

ま

で

に

送

信

す

る

又

は

②

そ

の

年

中

の

事

業

に

係

る

仕

訳

帳

及

び

総

勘

定

元

帳

に

つ

い

て

優

良

な

電

子

帳

簿

の

要

件

を

満

た

し

て

電

子

デ

ー

タ

に

よ

る

備

付

け

及

び

保

存

を

行

い

、

確

定

申

告

期

限

ま

で

に

、

一

定

の

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

を

提

出

し

た

上

、

確

定

申

告

書

及

び

青

色

申

告

決

算

書

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

５

　

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

　

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

に

つ

い

て

は

、

取

得

等

し

た

家

屋

の

区

分

（

認

定

長

期

優

良

住

宅

、

認

定

低

炭

素

住

宅

、

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



（表４）【令和７年分の国税の納期限及び振替日】

納期限

振替日

（振替納税をご

利用の場合）

所得税等 ３月�日（月） ４月�日（木）

消費税等 ３月�日（火） ４月�日（木）

１　郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、マイナンバー、電

話番号、１月１日の住所

２　生年月日欄の元号に対応する数字（明治＝１、大正＝２、

昭和＝３、平成＝４、令和＝５）

３　配偶者控除、扶養控除など（氏名、生年月日、マイナンバ

ー、控除額及び控除合計額）

４　復興特別所得税額

５　還付金の受取場所（振込先）（申告される方の名義のも

のに限ります。）

６　給与などの支払者の氏名・名称

１　給与所得の金額

２　公的年金等に係る雑所得の金額

３　基礎控除及び扶養控除（令和７年度税制改正により控除

額が改正されました。詳しくは、国税庁ＨＰをご覧くださ

い。）

４　税額の計算、端数処理（税金が納付となる場合は１００円

未満の端数は切り捨て）

５　納める税金又は還付される税金の金額の計算及び記載箇

所の誤り

６　公金受取口座への還付金の振込希望時におけるマイナポ

ータル（公金受取口座登録）の登録漏れ

１　スマホ（お持ちの方）

２　マイナンバーカード※

３　税務署から送付されたお知らせはがき等

４　前年分の申告書・青色申告決算書等の控え

５　源泉徴収票、医療費控除等の適用を受ける際

に必要な明細書や証明書

６　申告される方の本人確認書類（マイナンバー

カード等）、扶養親族がいる場合は扶養親族

のマイナンバーが分かるもの

　※　確定申告会場では、原則として、マイナン

バーカードを利用したスマホ申告を行って

おりますので、マイナンバーカードの２種

類のパスワードを確認の上、ご来場くださ

い。

　※　マイナンバーカードの電子証明書の失効や

有効期限切れにご注意ください。

省

エ

ネ

住

宅

、

省

エ

ネ

基

準

適

合

住

宅

、

買

取

再

販

住

宅

、

中

古

住

宅

な

ど

）

や

床

面

積

に

よ

っ

て

適

用

要

件

、

控

除

限

度

額

、

控

除

期

間

及

び

提

出

書

類

が

異

な

り

ま

す

。

　

詳

細

に

つ

い

て

は

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

で

ご

確

認

く

だ

さ

い

。

６

　

税

制

改

正

へ

の

対

応

に

つ

い

て

　

令

和

７

年

度

の

主

な

改

正

は

、

次

の

３

つ

で

す

。

所

得

の

計

算

や

各

種

控

除

の

適

用

な

ど

に

当

た

っ

て

は

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

を

ご

確

認

い

た

だ

き

、

適

用

誤

り

な

ど

が

な

い

よ

う

、

ご

留

意

く

だ

さ

い

。

　

①

　

基

礎

控

除

：

合

計

所

得

金

額

に

応

じ

て

、

最

高

�

万

円

の

基

礎

控

除

額

が

適

用

さ

れ

ま

す

。

　

②

　

給

与

所

得

控

除

：

�

万

円

の

最

低

保

障

額

が

�

万

円

に

引

き

上

げ

ら

れ

ま

し

た

。

　

③

　

特

定

親

族

特

別

控

除

：

居

住

者

が

特

定

親

族

（

居

住

者

と

生

計

を

一

に

す

る

年

齢

�

歳

以

上

�

歳

未

満

の

一

定

の

親

族

等

で

合

計

所

得

金

額

が

�

万

円

超

１

２

３

万

円

以

下

の

人

を

い

い

ま

す

。

）

を

有

す

る

場

合

に

は

、

そ

の

特

定

親

族

１

人

に

つ

き

、

そ

の

特

定

親

族

の

合

計

所

得

金

額

に

応

じ

て

最

高

�

万

円

が

控

除

さ

れ

ま

す

。

１

　

提

出

前

の

チ

ェ

ッ

ク

事

項

▽

添

付

書

類

等

を

お

忘

れ

な

く

　

事

業

所

得

の

あ

る

方

や

不

動

産

所

得

の

あ

る

方

は

、

申

告

書

と

併

せ

て

青

色

申

告

決

算

書

又

は

収

支

内

訳

書

を

作

成

の

上

、

提

出

し

て

く

だ

さ

い

。

　

な

お

、

医

療

費

控

除

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

必

要

な

医

療

費

控

除

の

明

細

書

、

各

種

所

得

控

除

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

必

要

な

領

収

書

や

証

明

書

等

の

デ

ー

タ

が

申

告

書

に

添

付

さ

れ

て

い

る

か

確

認

し

て

く

だ

さ

い

（

各

種

所

得

控

除

の

適

用

を

受

け

る

た

め

の

必

要

書

類

を

書

面

で

提

出

さ

れ

る

方

は

、

確

定

申

告

書

添

付

書

類

台

紙

に

貼

付

の

上

、

提

出

し

て

く

だ

さ

い

。

）

。

　

ま

た

、

土

地

・

建

物

、

株

式

等

の

譲

渡

所

得

が

あ

る

場

合

に

は

、

譲

渡

所

得

の

内

訳

書

、

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

計

算

明

細

書

等

を

作

成

し

て

提

出

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

▽

記

載

漏

れ

や

計

算

誤

り

に

ご

注

意

を

　

申

告

書

を

提

出

す

る

前

に

、

表

２

の

事

項

に

つ

い

て

再

度

確

認

し

て

く

だ

さ

い

。

２

　

郵

送

等

に

よ

る

提

出

も

可

能

　

毎

年

、

申

告

期

限

間

際

に

多

数

の

申

告

書

が

提

出

さ

れ

、

税

務

署

の

窓

口

等

は

大

変

混

雑

し

ま

す

。

　

ご

自

宅

等

で

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

の

「

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

等

を

利

用

し

て

作

成

し

た

申

告

書

は

、

税

務

署

に

来

署

す

る

こ

と

な

く

、

郵

便

又

は

信

書

便

で

送

付

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

そ

の

際

に

は

、

申

告

書

、

本

人

確

認

書

類

（

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

等

）

の

写

し

及

び

添

付

書

類

等

を

封

筒

に

封

入

し

、

封

筒

の

裏

面

に

ご

自

分

の

住

所

・

氏

名

を

必

ず

記

入

し

て

く

だ

さ

い

。

　

な

お

、

令

和

７

年

１

月

以

降

、

申

告

書

等

の

控

え

に

収

受

日

付

印

の

押

な

つ

を

行

っ

て

お

り

ま

せ

ん

の

で

、

必

要

に

応

じ

て

、

ご

自

身

で

控

え

の

作

成

及

び

保

有

、

提

出

年

月

日

の

記

録

・

管

理

を

お

願

い

い

た

し

ま

す

。

　

ま

た

、

令

和

３

年

７

月

以

降

、

複

数

の

税

務

署

の

内

部

事

務

を

専

担

部

署

（

セ

ン

タ

ー

）

で

集

約

処

理

す

る

「

内

部

事

務

の

セ

ン

タ

ー

化

」

を

実

施

し

て

お

り

、

セ

ン

タ

ー

化

の

対

象

と

な

っ

て

い

る

税

務

署

に

つ

い

て

は

、

郵

送

に

よ

る

申

告

書

等

の

提

出

先

が

異

な

り

ま

す

の

で

、

ご

注

意

く

だ

さ

い

（

詳

細

は

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

を

ご

覧

く

だ

さ

い

。

）

。

３

　

期

限

内

の

申

告

を

　

確

定

申

告

す

る

義

務

の

あ

る

方

が

期

限

内

に

申

告

し

な

か

っ

た

場

合

に

は

、

加

算

税

や

延

滞

税

が

か

か

る

場

合

が

あ

り

ま

す

の

で

、

ご

注

意

く

だ

さ

い

。

１

　

税

務

署

で

の

相

談

　

税

務

署

で

は

確

定

申

告

期

に

、

税

務

署

庁

舎

内

外

に

、

確

定

申

告

会

場

を

開

設

し

て

い

ま

す

。

確

定

申

告

会

場

の

開

設

期

間

は

２

月

�

日

（

月

）

か

ら

３

月

�

日

（

月

）

ま

で

で

す

。

ご

来

場

さ

れ

る

場

合

は

、

事

前

予

約

の

上

で

、

表

３

の

も

の

を

お

持

ち

い

た

だ

く

よ

う

お

願

い

し

ま

す

。

　

確

定

申

告

会

場

で

は

、

原

則

と

し

て

、

ご

自

身

の

ス

マ

ホ

と

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

、

で

き

る

限

り

ご

自

身

で

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

（

申

告

書

の

作

成

）

を

行

っ

て

い

た

だ

い

て

お

り

ま

す

。

　

土

曜

、

日

曜

及

び

祝

日

等

は

、

税

務

署

の

閉

庁

日

と

な

っ

て

い

ま

す

の

で

、

相

談

及

び

申

告

書

の

受

付

は

行

っ

て

い

ま

せ

ん

が

、

税

務

署

の

時

間

外

収

受

箱

へ

投

函

（

提

出

）

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

な

お

、

一

部

の

税

務

署

で

は

、

３

月

１

日

（

日

）

に

限

り

、

確

定

申

告

の

相

談

及

び

申

告

書

の

受

付

を

行

い

ま

す

。

詳

し

く

は

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

又

は

、

各

種

広

報

誌

等

で

ご

確

認

願

い

ま

す

。

　

ま

た

、

令

和

８

年

分

確

定

申

告

（

令

和

９

年

２

月

�

日

か

ら

３

月

�

日

ま

で

）

か

ら

、

確

定

申

告

会

場

に

お

け

る

休

日

の

相

談

対

応

を

実

施

し

な

い

予

定

と

し

て

お

り

ま

す

。

今

後

に

つ

い

て

は

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

、

チ

ャ

ッ

ト

ボ

ッ

ト

や

電

話

相

談

な

ど

、

ご

自

宅

か

ら

よ

り

便

利

に

申

告

い

た

だ

け

る

方

法

の

拡

充

を

進

め

て

ま

い

り

ま

す

。

　

お

っ

て

、

一

部

の

休

日

に

お

い

て

確

定

申

告

に

関

す

る

電

話

相

談

を

実

施

す

る

予

定

で

す

。

２

　

そ

の

他

の

相

談

▽

税

理

士

に

よ

る

無

料

申

告

相

談

　

税

理

士

の

サ

ポ

ー

ト

に

よ

り

申

告

書

を

作

成

し

て

提

出

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

相

談

対

象

者

や

開

催

日

程

、

会

場

等

は

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

、

各

種

広

報

誌

及

び

ポ

ス

タ

ー

等

で

ご

確

認

く

だ

さ

い

。

　

な

お

、

無

料

申

告

相

談

会

場

で

は

、

ご

自

宅

等

で

作

成

さ

れ

た

申

告

書

の

提

出

は

受

け

付

け

て

お

り

ま

せ

ん

の

で

ご

注

意

く

だ

さ

い

。

▽

市

区

町

村

で

の

申

告

書

の

提

出

・

相

談

　

申

告

書

の

提

出

（

預

か

り

）

や

住

民

税

の

申

告

と

併

せ

て

所

得

税

等

の

確

定

申

告

の

相

談

を

行

っ

て

い

る

市

区

町

村

も

あ

り

ま

す

の

で

、

市

区

町

村

の

広

報

誌

等

で

ご

確

認

く

だ

さ

い

。

▽

ご

自

宅

か

ら

の

相

談

　

所

得

税

の

確

定

申

告

に

関

す

る

ご

相

談

は

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

の

税

務

相

談

チ

ャ

ッ

ト

ボ

ッ

ト

「

税

務

職

員

ふ

た

ば

」

を

ご

利

用

く

だ

さ

い

。

質

問

を

自

由

に

文

字

で

入

力

い

た

だ

く

と

、

Ａ

Ｉ

（

人

工

知

能

）

が

自

動

回

答

し

ま

す

。

土

日

、

夜

間

で

も

ご

利

用

い

た

だ

け

ま

す

。

　

な

お

、

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

期

に

お

い

て

は

Ａ

Ｉ

（

ボ

イ

ス

ボ

ッ

ト

）

を

活

用

し

た

時

間

外

の

電

話

相

談

対

応

を

実

施

予

定

で

す

。

　

お

っ

て

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

に

は

、

よ

く

あ

る

税

の

質

問

に

対

す

る

一

般

的

な

回

答

を

「

タ

ッ

ク

ス

ア

ン

サ

ー

」

と

し

て

掲

載

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

ご

活

用

く

だ

さ

い

。

　

国

税

は

、

申

告

し

た

税

額

等

に

基

づ

き

、

ご

自

身

で

納

付

の

期

限

（

納

期

限

）

ま

で

に

納

付

し

て

い

た

だ

く

必

要

が

あ

り

ま

す

。

申

告

書

の

提

出

後

に

税

務

署

か

ら

納

付

書

の

送

付

や

納

税

通

知

等

の

お

知

ら

せ

は

あ

り

ま

せ

ん

。

納

税

が

遅

れ

ま

す

と

延

滞

税

が

か

か

る

場

合

が

あ

り

ま

す

の

で

、

ご

注

意

く

だ

さ

い

。

　

ま

た

、

納

税

に

は

、

納

税

者

ご

自

身

の

預

貯

金

口

座

か

ら

自

動

的

に

納

付

で

き

る

「

振

替

納

税

」

が

大

変

便

利

で

す

。

こ

れ

ま

で

振

替

納

税

を

利

用

さ

れ

て

い

な

い

方

は

、

納

期

限

ま

で

に

、

ぜ

ひ

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

「

預

貯

金

口

座

振

替

依

頼

書

兼

納

付

書

送

付

依

頼

書

」

を

提

出

し

て

く

だ

さ

い

。

　

こ

の

ほ

か

、

「

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

」

や

「

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

等

で

の

納

付

」

、

「

ス

マ

ホ

ア

プ

リ

納

付

（

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

後

、

納

付

税

額

が

�

万

円

以

下

の

場

合

に

利

用

可

能

）

」

、

「

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

納

付

」

な

ど

と

い

っ

た

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

手

続

も

あ

り

ま

す

の

で

、

ご

自

身

で

納

付

方

法

を

選

択

の

上

、

ご

利

用

く

だ

さ

い

。

ま

た

、

個

人

事

業

者

の

方

は

、

従

業

員

等

の

源

泉

所

得

税

に

つ

い

て

も

、

便

利

な

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

ご

検

討

く

だ

さ

い

。

詳

し

く

は

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

を

ご

覧

く

だ

さ

い

。

　

な

お

、

令

和

７

年

分

の

国

税

の

納

期

限

及

び

振

替

日

は

表

４

の

と

お

り

で

す

。

　

※

　

税

務

職

員

を

装

っ

た

「

不

審

な

電

話

」

・

「

振

り

込

め

詐

欺

」

、

国

税

庁

を

か

た

る

「

不

審

な

シ

ョ

ー

ト

メ

ッ

セ

ー

ジ

や

メ

ー

ル

」

に

ご

注

意

く

だ

さ

い

。

税

務

署

や

国

税

局

で

は

、

定

額

減

税

や

給

付

金

に

関

す

る

振

込

先

確

認

と

称

し

て

電

話

を

す

る

こ

と

や

、

国

税

の

納

付

を

求

め

る

旨

・

差

押

え

の

執

行

を

予

告

す

る

旨

の

シ

ョ

ー

ト

メ

ッ

セ

ー

ジ

や

メ

ー

ル

も

送

信

し

て

お

り

ま

せ

ん

。

　

ま

た

、

還

付

金

の

受

取

の

た

め

に

Ａ

Ｔ

Ｍ

の

操

作

を

求

め

た

り

、

納

税

の

た

め

に

金

融

機

関

の

口

座

を

指

定

し

て

、

振

込

み

を

求

め

た

り

す

る

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

。

ご

不

審

な

点

が

あ

る

と

き

は

即

答

を

避

け

、

最

寄

り

の

税

務

署

ま

で

お

問

い

合

わ

せ

く

だ

さ

い

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

令

和

７

年

分

の

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

確

定

申

告

の

時

期

と

な

り

ま

し

た

。

　

個

人

事

業

者

の

令

和

７

年

分

（

令

和

７

年

１

月

１

日

～

�

月

�

日

の

課

税

期

間

分

の

こ

と

を

い

い

ま

す

。

以

下

同

じ

で

す

。

）

の

申

告

に

当

た

っ

て

は

、

標

準

税

率

（

�

％

）

と

飲

食

料

品

等

に

係

る

軽

減

税

率

（

８

％

）

の

２

つ

の

税

率

（

経

過

措

置

に

よ

る

旧

税

率

適

用

分

が

あ

れ

ば

３

つ

以

上

の

税

率

）

ご

と

に

区

分

経

理

し

、

区

分

経

理

に

対

応

し

た

帳

簿

及

び

適

格

請

求

書

（

以

下

「

イ

ン

ボ

イ

ス

」

と

い

い

ま

す

。

）

等

（

免

税

事

業

者

等

か

ら

の

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

は

、

区

分

記

載

請

求

書

等

と

同

様

の

事

項

が

記

載

さ

れ

た

請

求

書

等

）

に

基

づ

い

た

税

額

計

算

が

必

要

と

な

り

ま

す

。

　

本

稿

で

は

、

納

付

税

額

の

計

算

方

法

を

は

じ

め

と

し

て

、

申

告

に

当

た

っ

て

重

要

と

思

わ

れ

る

点

や

、

誤

り

や

す

い

項

目

の

注

意

点

な

ど

を

解

説

し

な

が

ら

、

申

告

書

の

作

成

手

順

に

つ

い

て

説

明

し

ま

す

。

　

①

　

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

さ

れ

て

い

る

方

　

②

　

基

準

期

間

（

令

和

５

年

分

）

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

を

超

え

る

方

　

③

　

基

準

期

間

（

令

和

５

年

分

）

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

以

下

で

、

「

消

費

税

課

税

事

業

者

選

択

届

出

書

」

を

提

出

し

て

い

る

方

　

④

　

②

及

び

③

に

該

当

し

な

い

場

合

で

、

特

定

期

間

（

令

和

６

年

１

月

１

日

か

ら

６

月

�

日

ま

で

の

期

間

）

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

を

超

え

る

方

「

仕

入

税

額

相

当

額

の

一

定

割

合

」

　

・

令

和

５

年

�

月

１

日

か

ら

令

和

８

年

９

月

�

日

ま

で

…

仕

入

税

額

相

当

額

の

�

％

　

・

令

和

８

年

�

月

１

日

か

ら

令

和

�

年

９

月

�

日

ま

で

…

仕

入

税

額

相

当

額

の

�

％

　

令

和

７

年

分

の

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

確

定

申

告

と

納

付

の

期

限

は

、

令

和

８

年

３

月

�

日

（

火

）

で

す

。

ま

た

、

振

替

納

税

の

場

合

は

、

令

和

８

年

４

月

�

日

（

木

）

が

振

替

日

で

す

。

　

な

お

、

消

費

税

と

地

方

消

費

税

の

確

定

申

告

は

、

一

つ

の

申

告

手

続

で

ま

と

め

て

行

い

ま

す

。

　

一

般

課

税

に

よ

り

申

告

す

る

方

が

、

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

仕

入

税

額

控

除

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

は

、

区

分

経

理

に

対

応

し

た

帳

簿

と

イ

ン

ボ

イ

ス

等

の

保

存

が

必

要

で

す

。

ま

た

、

免

税

事

業

者

や

消

費

者

な

ど

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

か

ら

行

っ

た

課

税

仕

入

れ

は

仕

入

税

額

控

除

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

が

、

一

定

期

間

の

経

過

措

置

が

あ

り

ま

す

。

　

な

お

、

簡

易

課

税

制

度

や

２

割

特

例

の

適

用

を

受

け

る

場

合

は

、

帳

簿

と

イ

ン

ボ

イ

ス

等

の

保

存

は

仕

入

税

額

控

除

の

要

件

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

　

１

　

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

か

ら

の

課

税

仕

入

れ

　

令

和

５

年

�

月

１

日

か

ら

令

和

�

年

９

月

�

日

ま

で

の

間

に

行

っ

た

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

は

、

区

分

記

載

請

求

書

等

と

同

様

の

事

項

が

記

載

さ

れ

た

請

求

書

等

を

保

存

し

、

帳

簿

に

こ

の

経

過

措

置

（

�

％

・

�

％

控

除

の

特

例

を

受

け

る

課

税

仕

入

れ

で

あ

る

旨

）

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

旨

が

記

載

さ

れ

て

い

る

場

合

に

は

、

「

仕

入

税

額

相

当

額

の

一

定

割

合

」

を

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

経

過

措

置

が

設

け

ら

れ

て

い

ま

す

。

　

※

　

仕

入

税

額

に

つ

い

て

「

積

上

げ

計

算

」

を

適

用

し

て

い

る

場

合

、

経

過

措

置

（

�

％

・

�

％

控

除

）

の

適

用

を

受

け

る

課

税

仕

入

れ

に

係

る

仕

入

税

額

に

つ

い

て

も

「

積

上

げ

計

算

」

に

よ

り

計

算

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

　

※

　

一

の

免

税

事

業

者

等

か

ら

行

う

こ

の

経

過

措

置

の

対

象

と

な

る

課

税

仕

入

れ

の

合

計

額

（

税

込

金

額

）

が

そ

の

年

で

�

億

円

を

超

え

る

場

合

に

は

、

そ

の

超

え

た

部

分

の

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

こ

の

経

過

措

置

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

　

２

　

帳

簿

の

み

の

保

存

で

仕

入

税

額

控

除

が

認

め

ら

れ

る

も

の

　

令

和

５

年

�

月

１

日

以

後

の

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

仕

入

税

額

控

除

を

受

け

る

た

め

に

は

、

原

則

と

し

て

帳

簿

と

イ

ン

ボ

イ

ス

等

の

保

存

が

必

要

で

す

が

、

次

の

取

引

に

つ

い

て

は

、

一

定

の

事

項

を

記

載

し

た

帳

簿

の

み

の

保

存

で

仕

入

税

額

控

除

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

イ

　

３

万

円

未

満

の

公

共

交

通

機

関

の

運

賃

　

（

注

）

公

共

交

通

機

関

と

は

、

船

舶

、

バ

ス

、

鉄

道

や

モ

ノ

レ

ー

ル

等

を

い

い

、

航

空

機

や

タ

ク

シ

ー

は

含

ま

れ

ま

せ

ん

。

　

ロ

　

３

万

円

未

満

の

自

動

販

売

機

等

か

ら

の

商

品

の

購

入

等

　

ハ

　

郵

便

切

手

類

の

み

を

対

価

と

す

る

郵

便

・

貨

物

サ

ー

ビ

ス

（

郵

便

ポ

ス

ト

に

差

し

出

さ

れ

た

も

の

に

限

り

ま

す

。

）

　

ニ

　

従

業

員

に

支

給

す

る

通

常

必

要

と

認

め

ら

れ

る

出

張

旅

費

等

と

通

勤

手

当

　

※

　

こ

れ

ら

以

外

に

、

基

準

期

間

の

課

税

売

上

高

が

１

億

円

以

下

又

は

特

定

期

間

の

課

税

売

上

高

が

５

千

万

円

以

下

の

方

は

、

税

込

み

１

万

円

未

満

の

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

、

一

定

の

事

項

を

記

載

し

た

帳

簿

の

み

を

保

存

す

る

こ

と

で

仕

入

税

額

控

除

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

ま

す

（

少

額

特

例

）

。

こ

の

場

合

は

、

帳

簿

に

「

少

額

特

例

」

の

適

用

を

受

け

る

旨

の

記

載

は

不

要

で

す

。

な

お

、

「

税

込

み

１

万

円

未

満

」

に

該

当

す

る

か

は

、

１

回

の

取

引

の

課

税

仕

入

れ

の

全

額

（

税

込

み

）

で

判

定

し

ま

す

。

　

次

の

①

～

④

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

個

人

事

業

者

は

、

令

和

７

年

分

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

以

下

と

な

る

場

合

で

あ

っ

て

も

、

令

和

７

年

分

の

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

確

定

申

告

が

必

要

と

な

り

ま

す

。

　

※

　

「

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

」

と

は

、

「

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

申

請

書

」

を

所

轄

税

務

署

長

に

提

出

し

、

登

録

を

受

け

た

方

を

い

い

ま

す

。

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

受

け

た

方

は

、

基

準

期

間

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

以

下

で

あ

っ

て

も

、

消

費

税

の

申

告

が

必

要

で

す

。

　

※

　

「

個

人

事

業

者

」

と

は

、

自

己

の

計

算

に

お

い

て

独

立

し

て

事

業

を

行

う

個

人

を

い

い

、

事

業

所

得

が

生

じ

る

個

人

の

ほ

か

、

農

林

・

漁

業

者

、

不

動

産

業

者

、

医

者

、

弁

護

士

、

公

認

会

計

士

等

、

学

習

塾

・

習

い

事

の

教

室

の

経

営

者

及

び

原

稿

料

、

講

演

料

を

得

る

方

等

、

広

く

該

当

す

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

　

※

　

「

基

準

期

間

」

と

は

、

課

税

事

業

者

と

な

る

か

免

税

事

業

者

と

な

る

か

、

ま

た

、

簡

易

課

税

制

度

を

適

用

で

き

る

か

ど

う

か

の

判

断

を

す

る

た

め

の

基

準

と

な

る

期

間

で

す

。

個

人

事

業

者

の

基

準

期

間

は

、

そ

の

年

の

前

々

年

を

い

い

ま

す

か

ら

、

令

和

７

年

分

の

基

準

期

間

は

令

和

５

年

分

（

令

和

５

年

１

月

１

日

～

�

月

�

日

）

と

な

り

ま

す

。

　

※

　

「

課

税

売

上

高

」

と

は

、

課

税

対

象

取

引

の

税

抜

き

の

売

上

高

と

免

税

対

象

取

引

の

売

上

高

の

合

計

額

で

、

返

品

、

値

引

き

や

割

戻

し

等

が

あ

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

控

除

し

た

後

の

残

額

と

な

り

ま

す

。

　

な

お

、

基

準

期

間

（

令

和

５

年

分

）

が

免

税

事

業

者

で

あ

っ

た

場

合

に

は

、

そ

の

売

上

げ

に

は

消

費

税

額

等

が

含

ま

れ

て

い

ま

せ

ん

の

で

、

税

抜

処

理

を

す

る

こ

と

な

く

、

そ

の

売

上

金

額

が

そ

の

ま

ま

基

準

期

間

の

課

税

売

上

高

と

な

り

ま

す

。

　

ま

た

、

令

和

５

年

�

月

１

日

に

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

と

な

っ

た

こ

と

に

よ

り

、

同

日

か

ら

課

税

事

業

者

と

な

っ

た

個

人

事

業

者

の

方

の

令

和

７

年

分

の

基

準

期

間

（

令

和

５

年

分

）

の

課

税

売

上

高

は

、

免

税

事

業

者

で

あ

っ

た

期

間

（

令

和

５

年

１

月

か

ら

９

月

）

の

課

税

売

上

高

を

含

む

金

額

で

計

算

す

る

こ

と

と

な

り

ま

す

。

た

だ

し

、

免

税

事

業

者

で

あ

っ

た

期

間

に

つ

い

て

は

税

抜

処

理

を

行

わ

ず

、

そ

の

売

上

金

額

が

そ

の

ま

ま

基

準

期

間

の

課

税

売

上

高

と

な

り

ま

す

。

　

※

　

「

特

定

期

間

」

と

は

、

個

人

事

業

者

の

場

合

は

前

年

の

１

月

１

日

か

ら

６

月

�

日

ま

で

の

期

間

を

い

い

、

令

和

７

年

分

の

特

定

期

間

は

令

和

６

年

１

月

１

日

か

ら

６

月

�

日

ま

で

の

期

間

と

な

り

ま

す

。

な

お

、

こ

の

「

特

定

期

間

」

に

お

け

る

１

０

０

０

万

円

の

判

定

は

、

課

税

売

上

高

に

代

え

て

給

与

等

の

支

払

額

の

合

計

額

に

よ

る

こ

と

も

で

き

ま

す

（

非

居

住

者

で

あ

る

個

人

事

業

者

を

除

き

ま

す

。

）

。

　

し

た

が

っ

て

、

例

え

ば

、

「

特

定

期

間

」

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

を

超

え

、

給

与

等

の

支

払

額

の

合

計

額

が

１

０

０

０

万

円

以

下

と

な

る

場

合

に

は

、

給

与

等

の

支

払

額

で

判

定

し

て

免

税

事

業

者

と

な

る

こ

と

が

で

き

、

課

税

売

上

高

で

判

定

し

て

課

税

事

業

者

と

な

る

こ

と

も

で

き

ま

す

。

　

※

　

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

受

け

た

こ

と

に

よ

り

、

年

の

途

中

か

ら

課

税

事

業

者

と

な

っ

た

場

合

は

、

課

税

事

業

者

の

期

間

（

例

え

ば

、

令

和

７

年

４

月

１

日

か

ら

課

税

事

業

者

と

な

っ

た

場

合

、

令

和

７

年

４

月

１

日

か

ら

�

月

�

日

ま

で

の

期

間

）

に

お

け

る

課

税

取

引

に

つ

い

て

、

申

告

が

必

要

と

な

り

ま

す

。

　

※

　

令

和

５

年

分

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

以

下

で

、

令

和

６

年

�

月

末

ま

で

に

「

消

費

税

課

税

事

業

者

選

択

届

出

書

」

を

提

出

し

て

い

な

い

方

、

又

は

上

記

①

又

は

④

に

該

当

し

な

い

方

は

免

税

事

業

者

と

な

り

ま

す

の

で

、

確

定

申

告

を

す

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

そ

の

た

め

、

令

和

７

年

中

に

設

備

投

資

を

行

い

、

確

定

申

告

を

す

れ

ば

還

付

税

額

が

発

生

す

る

よ

う

な

場

合

で

も

、

還

付

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

。

　

１

　

一

般

申

告

を

す

る

事

業

者

（

簡

易

課

税

制

度

を

選

択

し

て

い

な

い

方

）

の

確

定

申

告

書

類

　

申

告

書

第

一

表

「

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

確

定

申

告

書

・

令

和

５

年

�

月

１

日

以

後

終

了

課

税

期

間

分

（

一

般

用

）

」

及

び

申

告

書

第

二

表

「

課

税

標

準

額

等

の

内

訳

書

」

を

使

用

し

て

申

告

し

、

次

の

①

～

③

の

書

類

を

併

せ

て

提

出

し

ま

す

（

③

の

書

類

は

、

設

備

投

資

を

し

た

こ

と

等

に

よ

り

還

付

申

告

を

す

る

者

（

申

告

書

の

「

控

除

不

足

還

付

税

額

⑧

」

欄

に

金

額

の

記

載

の

あ

る

方

）

が

提

出

し

ま

す

。

）

。

　

①

　

付

表

１

―

３

　

税

率

別

消

費

税

額

計

算

表

兼

地

方

消

費

税

の

課

税

標

準

と

な

る

消

費

税

額

計

算

表

　

②

　

付

表

２

―

３

　

課

税

売

上

割

合

・

控

除

対

象

仕

入

税

額

等

の

計

算

表

　

③

　

消

費

税

の

還

付

申

告

に

関

す

る

明

細

書

（

個

人

事

業

者

用

）

　

ま

た

、

旧

税

率

（

３

％

、

４

％

又

は

６

・

３

％

）

が

適

用

さ

れ

た

取

引

が

あ

る

場

合

は

、

地

方

消

費

税

額

の

計

算

方

法

が

異

な

る

た

め

、

①

と

②

の

付

表

に

代

え

て

、

次

の

④

～

⑦

の

付

表

（

経

過

措

置

対

象

課

税

資

産

の

譲

渡

等

を

含

む

課

税

期

間

用

）

を

使

用

し

て

計

算

し

ま

す

。

　

④

　

付

表

１

―

１

　

税

率

別

消

費

税

額

計

算

表

兼

地

方

消

費

税

の

課

税

標

準

と

な

る

消

費

税

額

計

算

表

　

⑤

　

付

表

１

―

２

　

税

率

別

消

費

税

額

計

算

表

兼

地

方

消

費

税

の

課

税

標

準

と

な

る

消

費

税

額

計

算

表

　

⑥

　

付

表

２

―

１

　

課

税

売

上

割

合

・

控

除

対

象

仕

入

税

額

等

の

計

算

表

　

⑦

　

付

表

２

―

２

　

課

税

売

上

割

合

・

控

除

対

象

仕

入

税

額

等

の

計

算

表

　

２

　

簡

易

課

税

制

度

を

選

択

し

て

い

る

事

業

者

の

確

定

申

告

書

類

　

申

告

書

第

一

表

「

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

確

定

申

告

書

・

令

和

５

年

�

月

１

日

以

後

終

了

課

税

期

間

分

（

簡

易

課

税

用

）

」

及

び

申

告

書

第

二

表

「

課

税

標

準

額

等

の

内

訳

書

」

を

使

用

し

て

申

告

し

、

次

の

①

と

②

の

書

類

を

併

せ

て

提

出

し

ま

す

。

　

①

　

付

表

４

―

３

　

税

率

別

消

費

税

額

計

算

表

兼

地

方

消

費

税

の

課

税

標

準

と

な

る

消

費

税

額

計

算

表

　

②

　

付

表

５

―

３

　

控

除

対

象

仕

入

税

額

等

の

計

算

表

　

ま

た

、

旧

税

率

（

３

％

、

４

％

又

は

６

・

３

％

）

が

適

用

さ

れ

た

取

引

が

あ

る

場

合

は

、

地

方

消

費

税

額

の

計

算

方

法

が

異

な

る

た

め

、

①

と

②

の

付

表

に

代

え

て

、

次

の

③

～

⑥

の

付

表

（

経

過

措

置

対

象

課

税

資

産

の

譲

渡

等

を

含

む

課

税

期

間

用

）

を

使

用

し

て

計

算

し

ま

す

。

　

③

　

付

表

４

―

１

　

税

率

別

消

費

税

額

計

算

表

兼

地

方

消

費

税

の

課

税

標

準

と

な

る

消

費

税

額

計

算

表

　

④

　

付

表

４

―

２

　

税

率

別

消

費

税

額

計

算

表

兼

地

方

消

費

税

の

課

税

標

準

と

な

る

消

費

税

額

計

算

表

　

⑤

　

付

表

５

―

１

　

控

除

対

象

仕

入

税

額

等

の

計

算

表

　

⑥

　

付

表

５

―

２

　

控

除

対

象

仕

入

税

額

等

の

計

算

表

　

※

　

基

準

期

間

（

令

和

５

年

分

）

の

課

税

売

上

高

が

５

０

０

０

万

円

以

下

の

場

合

は

簡

易

課

税

制

度

に

よ

る

申

告

が

で

き

ま

す

が

、

５

０

０

０

万

円

を

超

え

る

場

合

は

前

記

１

の

一

般

申

告

と

な

り

ま

す

。

　

１

　

税

率

の

異

な

る

ご

と

の

課

税

取

引

金

額

計

算

表

等

の

作

成

　

消

費

税

確

定

申

告

書

の

作

成

に

当

た

っ

て

は

、

消

費

税

額

等

を

税

率

の

異

な

る

ご

と

に

区

分

し

て

計

算

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

の

で

、

税

率

の

異

な

る

ご

と

に

区

分

し

た

課

税

売

上

げ

及

び

課

税

仕

入

れ

等

を

集

計

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

　

こ

の

た

め

、

課

税

期

間

内

の

課

税

取

引

を

税

率

ご

と

に

区

分

で

き

る

よ

う

、

以

下

の

①

～

③

の

様

式

を

用

い

て

整

理

し

て

お

く

と

便

利

で

す

（

様

式

は

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

の

「

申

告

手

続

・

用

紙

」

・

「

確

定

申

告

等

情

報

」

・

「

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

申

告

書

・

添

付

書

類

等

」

中

の

「

各

種

計

算

表

の

様

式

（

個

人

事

業

者

用

）

」

に

掲

載

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

こ

れ

ら

の

書

類

は

税

務

署

に

提

出

す

る

必

要

は

あ

り

ま

せ

ん

。

）

。

　

①

　

課

税

取

引

金

額

計

算

表

（

事

業

所

得

用

・

不

動

産

所

得

用

・

農

業

所

得

用

）

　

②

　

課

税

売

上

高

計

算

表

　

③

　

課

税

仕

入

高

計

算

表

　

※

　

軽

減

税

率

対

象

取

引

が

あ

る

場

合

は

、

確

定

申

告

に

当

た

っ

て

、

区

分

経

理

を

し

た

帳

簿

（

軽

減

税

率

８

％

と

標

準

税

率

�

％

を

区

分

し

て

記

帳

し

た

帳

簿

）

が

必

要

に

な

り

、

区

分

経

理

さ

れ

た

「

帳

簿

」

等

を

基

に

し

て

前

記

①

～

③

の

計

算

表

を

作

成

し

ま

す

。

　

※

　

旧

税

率

（

３

％

、

４

％

又

は

６

・

３

％

）

が

適

用

さ

れ

る

取

引

が

あ

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

税

率

ご

と

に

区

分

し

て

作

成

し

ま

す

。

　

２

　

課

税

取

引

金

額

計

算

表

の

作

成

　

区

分

経

理

さ

れ

た

帳

簿

等

か

ら

課

税

取

引

金

額

計

算

表

を

作

成

し

ま

す

。

な

お

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

受

け

た

こ

と

に

よ

り

、

年

の

途

中

か

ら

課

税

事

業

者

と

な

っ

た

場

合

、

課

税

事

業

者

の

期

間

（

例

え

ば

、

令

和

７

年

４

月

１

日

か

ら

課

税

事

業

者

と

な

っ

た

場

合

は

、

令

和

７

年

４

月

１

日

か

ら

令

和

７

年

�

月

�

日

ま

で

の

期

間

）

に

お

け

る

取

引

金

額

を

記

入

し

ま

す

。

　

３

　

課

税

売

上

高

計

算

表

の

作

成

　

前

記

２

の

課

税

取

引

金

額

計

算

表

か

ら

、

所

得

税

の

所

得

の

種

類

ご

と

の

「

課

税

売

上

高

」

を

課

税

売

上

高

計

算

表

に

転

記

し

、

こ

の

計

算

表

で

税

率

の

異

な

る

ご

と

の

「

課

税

標

準

額

」

を

計

算

し

ま

す

。

な

お

、

こ

の

計

算

表

は

、

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

の

有

無

に

か

か

わ

ら

ず

作

成

す

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

　

イ

　

事

業

所

得

に

係

る

収

入

は

、

ほ

と

ん

ど

が

課

税

売

上

げ

と

な

り

ま

す

が

、

医

師

の

社

会

保

険

診

療

収

入

、

産

婦

人

科

医

や

助

産

師

等

の

助

産

に

係

る

収

入

、

物

品

切

手

等

（

商

品

券

、

ビ

ー

ル

券

等

）

の

販

売

代

金

な

ど

は

非

課

税

と

さ

れ

て

い

ま

す

の

で

、

課

税

売

上

げ

と

な

り

ま

せ

ん

。

　

な

お

、

個

人

事

業

者

が

棚

卸

資

産

を

家

事

の

た

め

に

消

費

し

た

場

合

は

、

通

常

の

販

売

価

額

が

課

税

売

上

げ

と

な

り

ま

す

。

た

だ

し

、

仕

入

価

額

以

上

の

金

額

で

、

通

常

の

販

売

価

額

の

�

％

（

所

得

税

で

は

�

％

）

以

上

の

金

額

を

課

税

売

上

げ

と

し

て

も

よ

い

こ

と

に

な

っ

て

い

ま

す

。

　

ロ

　

不

動

産

所

得

に

係

る

収

入

（

不

動

産

の

賃

貸

料

や

権

利

金

、

礼

金

、

更

新

料

等

）

は

、

借

地

権

等

を

含

む

土

地

の

貸

付

け

に

係

る

も

の

（

地

代

）

及

び

住

宅

の

貸

付

け

に

係

る

も

の

（

住

宅

家

賃

）

を

除

い

て

、

課

税

売

上

げ

と

な

り

ま

す

。

　

地

代

は

、

原

則

と

し

て

課

税

売

上

げ

と

は

な

り

ま

せ

ん

が

、

貸

付

期

間

が

１

か

月

に

満

た

な

い

場

合

や

、

駐

車

場

な

ど

の

貸

付

け

の

場

合

は

課

税

売

上

げ

と

な

り

ま

す

。

　

ま

た

、

住

宅

家

賃

も

原

則

と

し

て

課

税

売

上

げ

と

は

な

り

ま

せ

ん

が

、

貸

付

期

間

が

１

か

月

に

満

た

な

い

場

合

等

は

課

税

売

上

げ

と

な

り

ま

す

。

な

お

、

貸

付

用

の

建

物

を

譲

渡

し

た

場

合

は

、

譲

渡

損

失

が

生

じ

た

と

し

て

も

、

そ

の

譲

渡

収

入

は

課

税

売

上

げ

と

な

り

ま

す

。

　

ハ

　

譲

渡

所

得

に

係

る

収

入

の

う

ち

、

業

務

に

使

用

し

て

い

た

建

物

や

機

械

、

車

両

な

ど

の

譲

渡

収

入

は

課

税

売

上

げ

と

な

り

ま

す

。

業

務

用

固

定

資

産

を

負

担

付

贈

与

に

よ

り

譲

渡

し

た

場

合

や

、

法

人

に

対

し

て

現

物

出

資

し

た

場

合

も

同

様

で

す

。

　

例

え

ば

、

商

品

の

配

達

に

使

用

し

て

い

た

車

両

を

売

却

し

た

場

合

（

新

た

に

車

両

を

購

入

す

る

た

め

に

下

取

り

し

て

も

ら

っ

た

場

合

も

含

む

）

の

収

入

（

下

取

り

の

場

合

は

下

取

価

格

）

は

課

税

売

上

げ

と

な

り

、

こ

の

場

合

の

課

税

売

上

げ

と

な

る

金

額

は

、

売

却

代

金

か

ら

取

得

費

と

譲

渡

費

用

を

差

し

引

い

た

残

額

で

は

な

く

、

売

却

代

金

の

全

額

に

な

り

ま

す

。

　

な

お

、

土

地

（

借

地

権

等

を

含

む

）

の

売

却

代

金

は

非

課

税

と

さ

れ

て

い

ま

す

の

で

、

課

税

売

上

げ

と

は

な

り

ま

せ

ん

。

　

４

　

課

税

仕

入

高

計

算

表

の

作

成

　

前

記

２

の

課

税

取

引

金

額

計

算

表

か

ら

、

所

得

税

の

所

得

の

種

類

ご

と

の

「

課

税

仕

入

高

」

を

課

税

仕

入

高

計

算

表

に

転

記

し

ま

す

。

　

こ

の

計

算

表

で

、

税

率

の

異

な

る

ご

と

の

「

課

税

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

」

を

計

算

し

ま

す

。

　

な

お

、

簡

易

課

税

制

度

を

選

択

し

て

い

る

場

合

に

は

、

こ

の

計

算

表

の

作

成

は

不

要

で

す

。

　

「

課

税

仕

入

れ

」

と

は

、

事

業

者

が

事

業

と

し

て

、

他

の

者

か

ら

資

産

を

譲

り

受

け

、

若

し

く

は

借

り

受

け

、

又

は

役

務

の

提

供

を

受

け

る

こ

と

を

い

い

ま

す

。

　

例

え

ば

、

商

品

又

は

製

品

等

の

棚

卸

資

産

の

仕

入

れ

だ

け

で

な

く

、

事

業

に

使

用

す

る

建

物

、

機

械

、

消

耗

品

の

購

入

、

修

繕

費

の

支

出

、

商

品

運

搬

用

の

車

両

の

燃

料

代

な

ど

も

課

税

仕

入

れ

に

含

ま

れ

ま

す

。

　

た

だ

し

、

利

子

割

引

料

及

び

保

険

料

等

の

支

払

、

土

地

の

購

入

や

賃

借

等

は

非

課

税

取

引

で

す

の

で

、

課

税

仕

入

れ

と

は

な

り

ま

せ

ん

。

ま

た

、

給

料

・

賃

金

、

専

従

者

給

与

な

ど

は

課

税

仕

入

れ

と

は

な

り

ま

せ

ん

が

、

従

業

員

の

通

勤

手

当

（

通

勤

に

通

常

必

要

な

金

額

）

は

課

税

仕

入

れ

と

な

り

ま

す

。

　

※

　

通

勤

手

当

は

、

所

得

税

が

非

課

税

と

さ

れ

る

通

勤

手

当

の

金

額

を

超

え

て

い

た

と

し

て

も

、

通

勤

に

通

常

必

要

と

認

め

ら

れ

る

も

の

は

課

税

仕

入

れ

と

な

り

ま

す

。

　

な

お

、

消

費

税

の

免

税

事

業

者

や

消

費

者

か

ら

棚

卸

資

産

等

を

仕

入

れ

た

り

、

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

を

受

け

た

場

合

で

も

課

税

仕

入

れ

と

な

り

ま

す

。

　

減

価

償

却

資

産

を

購

入

し

た

場

合

は

、

購

入

代

金

の

全

額

が

そ

の

年

分

の

課

税

仕

入

れ

と

な

り

ま

す

（

所

得

税

で

は

そ

の

年

分

の

減

価

償

却

費

だ

け

が

必

要

経

費

と

な

り

ま

す

。

）

。

　

※

　

国

内

に

お

い

て

行

う

「

居

住

用

賃

貸

建

物

」

に

係

る

課

税

仕

入

れ

等

の

税

額

に

つ

い

て

は

、

仕

入

税

額

控

除

の

対

象

に

な

り

ま

せ

ん

。

詳

し

く

は

、

国

税

庁

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

「

令

和

７

年

分

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

確

定

申

告

の

手

引

き

（

個

人

事

業

者

用

・

一

般

用

）

」

の

Ｐ

�

な

ど

を

参

照

し

て

く

だ

さ

い

。

　

５

　

申

告

書

の

作

成

　

以

上

の

計

算

表

に

記

入

し

た

金

額

等

に

沿

っ

て

、

前

記

「

Ⅲ

　

申

告

書

の

種

類

等

」

に

掲

げ

た

該

当

の

申

告

書

類

（

各

付

表

を

含

む

）

を

用

い

て

、

税

務

署

に

提

出

す

る

申

告

書

を

作

成

し

ま

す

。

　

１

　

売

上

税

額

と

仕

入

税

額

の

計

算

方

法　

売

上

税

額

と

仕

入

税

額

の

計

算

は

、

「

積

上

げ

計

算

」

又

は

「

割

戻

し

計

算

」

を

選

択

で

き

ま

す

が

、

選

択

又

は

併

用

に

つ

い

て

一

定

の

制

限

が

設

け

ら

れ

て

い

ま

す

（

左

図

参

照

）

。

　

①

　

「

積

上

げ

計

算

」

と

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

等

に

記

載

の

あ

る

消

費

税

額

等

を

積

み

上

げ

て

計

算

す

る

方

法

で

す

。

　

②

　

「

割

戻

し

計

算

」

と

は

、

適

用

税

率

ご

と

の

税

込

金

額

の

合

計

額

を

割

り

戻

し

て

計

算

す

る

方

法

で

す

。

　

※

　

売

上

税

額

の

計

算

に

つ

い

て

、

積

上

げ

計

算

と

割

戻

し

計

算

を

併

用

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

※

　

割

戻

し

計

算

に

よ

り

仕

入

税

額

を

計

算

で

き

る

の

は

、

売

上

税

額

に

つ

い

て

積

上

げ

計

算

を

し

て

い

な

い

場

合

に

限

ら

れ

ま

す

。

　

※

　

仕

入

税

額

の

計

算

に

つ

い

て

、

積

上

げ

計

算

と

割

戻

し

計

算

を

併

用

す

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

　

※

　

仕

入

税

額

の

積

上

げ

計

算

の

方

法

と

し

て

、

請

求

書

等

積

上

げ

計

算

の

ほ

か

に

、

課

税

仕

入

れ

の

都

度

、

課

税

仕

入

れ

に

係

る

支

払

対

価

の

額

に

�

／

１

１

０

（

軽

減

税

率

対

象

の

場

合

は

８

／

１

０

８

）

を

掛

け

て

算

出

し

た

金

額

（

１

円

未

満

の

端

数

が

生

じ

た

と

き

は

、

端

数

を

切

捨

て

又

は

四

捨

五

入

）

を

仮

払

消

費

税

額

等

と

し

、

帳

簿

に

記

載

（

計

上

）

し

て

い

る

場

合

は

、

そ

の

金

額

の

合

計

額

に

�

／

１

０

０

を

掛

け

て

算

出

す

る

方

法

も

認

め

ら

れ

ま

す

（

帳

簿

積

上

げ

計

算

）

。

　

２

　

計

算

手

順

　

税

額

の

計

算

は

、

①

軽

減

税

率

（

８

％

：

消

費

税

６

・

�

％

＋

地

方

消

費

税

１

・

�

％

）

と

②

標

準

税

率

（

�

％

：

消

費

税

７

・

８

％

＋

地

方

消

費

税

２

・

２

％

）

の

２

つ

の

税

率

に

よ

る

計

算

が

基

本

と

な

り

ま

す

の

で

、

お

お

む

ね

左

の

手

順

に

よ

り

税

額

計

算

を

行

い

ま

す

。

　

３

　

税

額

計

算

手

順

に

お

け

る

留

意

点

　

イ

　

簡

易

課

税

制

度

を

選

択

し

て

い

な

い

一

般

課

税

の

事

業

者

の

場

合

　

前

記

２

の

（

手

順

３

）

の

「

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

Ｂ

」

の

計

算

に

当

た

っ

て

、

令

和

７

年

分

の

課

税

売

上

高

が

５

億

円

以

下

で

課

税

売

上

割

合

が

�

％

以

上

の

場

合

は

、

仕

入

れ

等

に

係

る

消

費

税

額

の

全

額

が

控

除

対

象

仕

入

税

額

と

な

り

ま

す

が

、

令

和

７

年

分

の

課

税

売

上

高

が

５

億

円

超

又

は

課

税

売

上

割

合

が

�

％

未

満

で

あ

る

場

合

に

は

、

個

別

対

応

方

式

又

は

一

括

比

例

配

分

方

式

に

よ

り

計

算

し

た

額

が

控

除

対

象

仕

入

税

額

と

な

り

ま

す

。

　

※

　

一

括

比

例

配

分

方

式

を

採

用

し

て

い

る

事

業

者

は

、

こ

の

方

式

を

２

年

間

以

上

継

続

適

用

し

た

後

で

な

け

れ

ば

個

別

対

応

方

式

に

変

更

で

き

ま

せ

ん

が

、

個

別

対

応

方

式

か

ら

一

括

比

例

配

分

方

式

へ

の

変

更

に

つ

い

て

は

、

特

に

制

限

は

あ

り

ま

せ

ん

。

　

※

　

調

整

対

象

固

定

資

産

又

は

仕

入

税

額

控

除

の

制

限

を

受

け

た

居

住

用

賃

貸

建

物

に

係

る

消

費

税

額

の

調

整

が

必

要

な

場

合

に

は

、

そ

の

調

整

額

を

加

減

算

し

て

控

除

対

象

仕

入

税

額

を

計

算

し

ま

す

。

詳

し

く

は

、

国

税

庁

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

「

令

和

７

年

分

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

確

定

申

告

の

手

引

き

（

個

人

事

業

者

用

・

一

般

用

）

」

の

Ｐ

�

な

ど

を

参

照

し

て

く

だ

さ

い

。

　

※

　

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

受

け

た

こ

と

に

よ

り

、

令

和

７

年

の

途

中

か

ら

課

税

事

業

者

と

な

っ

た

場

合

に

は

、

登

録

日

の

前

日

（

例

え

ば

、

令

和

７

年

４

月

１

日

登

録

の

場

合

、

令

和

７

年

３

月

�

日

）

に

所

有

し

て

い

た

棚

卸

資

産

に

つ

き

調

整

計

算

を

行

う

こ

と

と

な

り

ま

す

。

　

ロ

　

簡

易

課

税

制

度

を

選

択

し

て

い

る

事

業

者

の

場

合

　

令

和

７

年

分

の

確

定

申

告

で

簡

易

課

税

制

度

を

適

用

で

き

る

の

は

、

原

則

と

し

て

令

和

６

年

�

月

�

日

ま

で

に

「

消

費

税

簡

易

課

税

制

度

選

択

届

出

書

」

を

提

出

し

て

い

る

方

で

、

基

準

期

間

（

令

和

５

年

分

）

の

課

税

売

上

高

が

５

０

０

０

万

円

以

下

の

方

で

す

。

　

簡

易

課

税

制

度

で

は

、

課

税

売

上

げ

に

係

る

消

費

税

額

に

み

な

し

仕

入

率

を

掛

け

て

、

課

税

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

を

計

算

し

ま

す

（

後

記

Ⅷ

の

解

説

を

参

照

）

。

　

し

た

が

っ

て

、

実

際

の

課

税

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

を

計

算

す

る

必

要

は

あ

り

ま

せ

ん

が

、

課

税

売

上

げ

に

つ

い

て

は

、

税

率

の

異

な

る

ご

と

に

区

分

し

て

集

計

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

　

ハ

　

消

費

税

の

還

付

を

受

け

る

場

合

消

費

税

の

納

付

税

額

は

、

売

上

げ

に

係

る

消

費

税

額

か

ら

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

を

差

し

引

い

た

金

額

で

す

。

し

た

が

っ

て

、

一

般

課

税

で

の

税

額

計

算

の

場

合

で

、

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

が

売

上

げ

に

係

る

消

費

税

額

を

上

回

る

場

合

に

は

、

そ

の

上

回

る

金

額

は

還

付

さ

れ

ま

す

が

、

簡

易

課

税

制

度

で

税

額

計

算

を

行

う

場

合

に

は

還

付

税

額

は

生

じ

ま

せ

ん

。

税　の　し　る　べ
（７） （６）令和８年（２０２６年） 月 日 　



事業の内容

事業

区分

みなし

仕入率

卸売業

購入した商品を性質、形状を変更しないで、

他の事業者に販売する事業をいいます。

第１種 �％

小売業等

小売業（購入した商品を性質、形状を変更し

ないで、消費者に販売する事業）、農林漁業

（飲食料品の譲渡に係る事業）をいいます。

なお、製造小売業は第３種事業になります。

第２種 �％

製造業等

農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除

く）、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、

製造業、製造小売業、電気・ガス・熱供給

・水道業をいいます。なお、加工賃等の料

金を受け取って役務を提供する事業は第４

種事業になります。

第３種 �％

その他

の事業

第１種事業から第３種事業、第５種事業、

第６種事業のいずれにも該当しない事業を

いいます。例えば、飲食サービス業などが該

当します。また、事業者が業務用固定資産を

売却する場合も第４種事業に該当します。

第４種 �％

サービス業等

金融業、保険業、運輸業、情報通信業、サ

ービス業（飲食サービス業に該当する事業

を除く）をいいます。

第５種 �％

不動産業

不動産業（第１種事業から第３種事業及び

第５種事業に該当する事業を除く）をいい

ます。

第６種 �％

　

①

　

基

準

期

間

（

令

和

５

年

分

）

又

は

特

定

期

間

（

令

和

６

年

１

月

１

日

か

ら

６

月

�

日

ま

で

の

期

間

）

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

を

超

え

る

方

　

②

　

調

整

対

象

固

定

資

産

や

高

額

特

定

資

産

を

取

得

し

て

一

般

課

税

で

仕

入

税

額

控

除

を

行

っ

た

方

　

③

　

相

続

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

課

税

事

業

者

と

な

っ

た

方

　

④

　

「

消

費

税

課

税

期

間

特

例

選

択

届

出

書

」

の

提

出

に

よ

り

、

課

税

期

間

を

一

月

又

は

三

月

に

短

縮

し

て

い

る

方

　

簡

易

課

税

制

度

を

適

用

し

た

場

合

の

控

除

税

額

の

計

算

（

前

記

Ｖ

の

２

計

算

手

順

の

（

手

順

３

）

に

よ

る

仕

入

れ

に

係

る

消

費

税

額

の

計

算

）

は

、

同

（

手

順

２

）

に

よ

り

税

率

の

異

な

る

ご

と

に

計

算

し

て

合

計

し

た

「

売

上

げ

に

係

る

消

費

税

額

Ａ

」

（

「

貸

倒

れ

回

収

に

係

る

消

費

税

額

」

が

あ

る

場

合

は

こ

れ

を

加

算

し

、

売

上

げ

対

価

の

返

還

等

に

係

る

税

額

が

あ

る

場

合

は

こ

れ

を

控

除

し

た

額

）

に

、

み

な

し

仕

入

率

（

前

記

Ⅶ

の

表

に

掲

げ

る

率

）

を

掛

け

て

計

算

し

ま

す

。

　

な

お

、

事

業

内

容

に

応

じ

て

適

用

す

る

み

な

し

仕

入

率

は

以

下

の

と

お

り

と

な

り

ま

す

が

、

こ

れ

ら

の

複

数

の

計

算

方

法

が

同

時

に

適

用

で

き

る

場

合

に

は

、

最

も

有

利

な

計

算

方

法

を

選

択

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

１

　

１

種

類

の

事

業

の

み

を

行

っ

て

い

る

事

業

者

は

、

そ

の

事

業

の

種

類

の

み

な

し

仕

入

率

を

適

用

し

て

控

除

税

額

を

計

算

し

ま

す

。

　

２

　

２

種

類

以

上

の

事

業

を

行

っ

て

い

る

事

業

者

は

、

原

則

と

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

事

業

の

み

な

し

仕

入

率

を

課

税

売

上

高

に

よ

り

加

重

平

均

し

た

率

が

み

な

し

仕

入

率

に

な

り

ま

す

。

　

３

　

２

種

類

以

上

の

事

業

を

行

っ

て

い

る

事

業

者

で

、

１

種

類

の

事

業

の

課

税

売

上

高

が

全

体

の

�

％

以

上

を

占

め

る

場

合

は

、

�

％

以

上

を

占

め

る

事

業

の

み

な

し

仕

入

率

を

全

体

に

適

用

し

て

控

除

税

額

を

計

算

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

４

　

３

種

類

以

上

の

事

業

を

行

っ

て

い

る

事

業

者

で

、

そ

の

う

ち

の

２

種

類

の

事

業

の

課

税

売

上

高

が

全

体

の

�

％

以

上

を

占

め

る

場

合

に

は

、

�

％

以

上

を

占

め

る

２

種

類

の

事

業

の

う

ち

、

み

な

し

仕

入

率

の

高

い

方

の

事

業

に

つ

い

て

は

そ

の

事

業

の

み

な

し

仕

入

率

を

適

用

し

て

、

残

り

の

課

税

売

上

高

に

は

�

％

以

上

を

占

め

る

も

う

一

方

の

事

業

の

み

な

し

仕

入

率

を

適

用

し

て

控

除

税

額

を

計

算

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

簡

易

課

税

制

度

が

適

用

さ

れ

る

事

業

者

は

、

課

税

売

上

げ

に

つ

い

て

、

左

表

の

事

業

の

種

類

ご

と

に

区

分

（

事

業

区

分

）

し

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

。

　

個

人

事

業

者

の

課

税

売

上

げ

に

係

る

事

業

区

分

に

つ

い

て

の

一

般

的

な

取

扱

い

を

以

下

に

掲

げ

て

い

ま

す

の

で

、

そ

れ

ぞ

れ

の

例

を

参

考

と

し

て

く

だ

さ

い

。

　

▽

　

事

業

区

分

の

判

定

は

、

事

業

者

の

事

業

全

体

で

判

定

す

る

の

で

は

な

く

、

個

々

の

取

引

ご

と

に

判

定

し

ま

す

。

例

え

ば

、

理

・

美

容

院

で

顧

客

に

化

粧

品

等

を

販

売

す

る

場

合

に

は

、

理

・

美

容

院

の

本

来

業

務

は

サ

ー

ビ

ス

業

等

と

し

て

第

５

種

事

業

に

該

当

し

ま

す

が

、

化

粧

品

等

の

販

売

は

第

２

種

事

業

に

該

当

し

ま

す

の

で

、

こ

の

場

合

に

は

第

２

種

事

業

と

第

５

種

事

業

の

兼

業

と

な

り

ま

す

。

　

▽

　

食

品

小

売

業

者

が

仕

入

れ

た

食

材

を

商

品

と

し

て

そ

の

ま

ま

販

売

す

る

場

合

は

第

２

種

事

業

（

販

売

の

相

手

先

が

事

業

者

（

官

公

庁

を

含

む

）

で

あ

る

場

合

に

は

第

１

種

事

業

、

以

下

同

じ

で

す

。

）

に

該

当

し

ま

す

。

　

▽

　

食

品

小

売

業

者

が

仕

入

れ

た

食

材

を

用

い

て

、

自

己

に

お

い

て

弁

当

や

惣

菜

を

製

造

し

て

販

売

す

る

事

業

、

あ

る

い

は

、

豆

腐

屋

、

和

菓

子

屋

、

ケ

ー

キ

屋

等

で

自

家

製

の

商

品

を

販

売

す

る

事

業

は

、

製

造

小

売

業

と

し

て

第

３

種

事

業

に

該

当

し

ま

す

。

　

▽

　

小

売

業

者

等

の

仕

入

商

品

等

を

梱

包

し

て

い

た

段

ボ

ー

ル

等

の

売

却

は

、

仕

入

商

品

等

の

販

売

に

係

る

事

業

と

同

じ

区

分

と

す

る

こ

と

が

認

め

ら

れ

ま

す

の

で

、

第

２

種

事

業

に

な

り

ま

す

。

　

▽

　

販

売

業

者

が

、

販

売

し

た

商

品

の

修

理

を

行

う

事

業

や

商

品

の

販

売

に

伴

う

取

付

工

事

等

は

、

第

５

種

事

業

に

該

当

し

ま

す

。

　

▽

　

衣

料

品

小

売

業

者

が

行

う

仕

立

販

売

は

第

３

種

事

業

に

、

サ

イ

ズ

直

し

等

は

第

５

種

事

業

に

該

当

し

ま

す

。

　

▽

　

デ

ザ

イ

ン

や

Ｉ

Ｔ

関

連

業

務

等

を

企

業

か

ら

請

け

負

う

、

い

わ

ゆ

る

「

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

」

等

と

よ

ば

れ

る

者

が

行

な

う

対

事

業

者

向

け

サ

ー

ビ

ス

は

、

第

５

種

事

業

に

該

当

し

ま

す

。

　

▽

　

大

工

工

事

業

者

等

が

他

の

工

事

業

者

の

下

請

と

し

て

人

的

役

務

の

提

供

を

行

う

事

業

は

、

第

４

種

事

業

に

該

当

し

ま

す

。

　

▽

　

飲

食

店

に

お

け

る

店

内

飲

食

サ

ー

ビ

ス

（

注

文

を

受

け

て

の

出

前

も

含

む

）

は

第

４

種

事

業

に

、

仕

入

れ

た

食

材

を

使

っ

て

テ

イ

ク

ア

ウ

ト

用

の

弁

当

等

を

自

店

に

て

製

造

・

販

売

す

る

場

合

は

第

３

種

事

業

に

該

当

し

ま

す

。

　

（

注

）

適

用

さ

れ

る

税

率

は

、

「

店

内

飲

食

」

は

外

食

な

の

で

�

％

、

「

出

前

」

と

「

テ

イ

ク

ア

ウ

ト

」

は

飲

食

料

品

の

販

売

な

の

で

８

％

と

な

り

ま

す

。

　

▽

　

飲

食

店

や

民

宿

等

で

持

帰

り

用

の

商

品

を

仕

入

れ

て

販

売

す

る

事

業

は

、

第

２

種

事

業

に

該

当

し

ま

す

。

　

▽

　

「

物

品

賃

貸

業

」

は

、

日

本

標

準

産

業

分

類

の

大

分

類

の

区

分

で

は

「

Ｋ

不

動

産

業

、

物

品

賃

貸

業

」

と

し

て

不

動

産

業

と

同

一

業

種

に

区

分

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

第

６

種

事

業

（

不

動

産

業

）

で

は

な

く

第

５

種

事

業

（

サ

ー

ビ

ス

業

等

）

に

該

当

し

ま

す

。

　

▽

　

自

己

の

事

業

用

に

使

用

し

て

い

た

固

定

資

産

の

売

却

は

、

第

４

種

事

業

と

な

り

ま

す

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

を

機

に

、

免

税

事

業

者

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

と

し

て

課

税

事

業

者

と

な

ら

れ

た

方

に

つ

い

て

は

、

仕

入

税

額

控

除

の

金

額

を

「

売

上

げ

に

係

る

消

費

税

額

に

�

％

を

掛

け

た

金

額

」

（

特

別

控

除

税

額

）

と

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

（

以

下

「

２

割

特

例

」

と

い

い

ま

す

。

）

。

し

た

が

っ

て

、

納

付

す

べ

き

消

費

税

額

は

、

売

上

げ

に

係

る

消

費

税

額

の

�

％

（

２

割

）

と

な

り

ま

す

。

　

ま

た

、

実

際

の

課

税

仕

入

れ

等

に

係

る

消

費

税

額

を

計

算

す

る

必

要

は

あ

り

ま

せ

ん

が

、

課

税

売

上

げ

に

つ

い

て

は

、

税

率

の

異

な

る

ご

と

に

区

分

し

て

集

計

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

　

１

　

２

割

特

例

を

適

用

で

き

る

方

　

２

割

特

例

は

、

免

税

事

業

者

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

と

し

て

課

税

事

業

者

に

な

ら

れ

た

方

が

対

象

で

す

。

し

た

が

っ

て

、

次

の

①

～

④

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

個

人

事

業

者

の

課

税

期

間

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

と

関

係

な

く

課

税

事

業

者

と

な

っ

て

い

ま

す

の

で

、

２

割

特

例

を

適

用

す

る

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

　

２

　

令

和

６

年

分

で

２

割

特

例

を

適

用

で

き

な

か

っ

た

方

　

例

え

ば

、

免

税

事

業

者

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

と

な

っ

た

方

で

、

令

和

４

年

分

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

を

超

え

て

い

た

方

は

、

令

和

６

年

分

に

つ

い

て

２

割

特

例

の

適

用

は

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

。

し

か

し

、

２

割

特

例

の

適

用

の

可

否

は

課

税

期

間

ご

と

に

判

断

し

ま

す

の

で

、

こ

の

よ

う

な

方

で

も

、

基

準

期

間

で

あ

る

令

和

５

年

分

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

以

下

で

あ

る

場

合

に

は

、

令

和

７

年

分

の

申

告

に

つ

い

て

は

、

原

則

と

し

て

、

２

割

特

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

３

　

２

割

特

例

を

適

用

す

る

事

業

者

の

確

定

申

告

書

類

　

申

告

書

第

一

表

「

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

確

定

申

告

書

・

令

和

５

年

�

月

１

日

以

後

終

了

課

税

期

間

分

（

一

般

用

又

は

簡

易

課

税

用

）

」

及

び

申

告

書

第

二

表

「

課

税

標

準

額

等

の

内

訳

書

」

を

使

用

し

て

申

告

し

、

次

の

書

類

を

併

せ

て

提

出

し

ま

す

。

な

お

、

申

告

書

第

一

表

に

つ

い

て

は

、

簡

易

課

税

制

度

を

選

択

さ

れ

て

い

る

方

は

簡

易

課

税

用

を

、

同

制

度

を

選

択

さ

れ

て

い

な

い

方

は

一

般

用

を

提

出

し

て

く

だ

さ

い

。

　

○

　

付

表

６

　

税

率

別

消

費

税

額

計

算

表

〔

小

規

模

事

業

者

に

係

る

税

額

控

除

に

関

す

る

経

過

措

置

を

適

用

す

る

課

税

期

間

用

〕

【

通

常

版

又

は

簡

易

版

】

　

※

　

付

表

６

に

は

、

各

欄

の

計

算

方

法

や

転

記

に

つ

い

て

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

で

示

し

た

【

簡

易

版

】

が

用

意

さ

れ

て

い

ま

す

の

で

、

こ

れ

を

使

う

と

便

利

で

す

。

な

お

、

貸

倒

れ

等

や

貸

倒

れ

の

回

収

が

あ

る

場

合

に

は

【

簡

易

版

】

で

は

な

く

【

通

常

版

】

を

使

用

し

ま

す

。

　

※

　

旧

税

率

（

３

％

、

４

％

又

は

６

・

３

％

）

が

適

用

さ

れ

た

売

上

げ

が

あ

る

場

合

に

は

、

付

表

６

を

使

用

せ

ず

に

、

付

表

４

―

１

、

付

表

４

―

２

、

付

表

５

―

１

及

び

付

表

５

―

２

を

使

用

し

ま

す

。

　

４

　

２

割

特

例

の

選

択

手

続

　

２

割

特

例

は

、

一

般

課

税

又

は

簡

易

課

税

の

ど

ち

ら

を

選

択

し

て

い

る

場

合

も

、

事

前

の

届

出

な

し

に

、

２

割

特

例

の

適

用

を

受

け

る

旨

を

申

告

書

に

付

記

す

る

こ

と

で

適

用

で

き

ま

す

。

詳

し

く

は

、

国

税

庁

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

「

２

割

特

例

用

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

の

確

定

申

告

の

手

引

き

（

個

人

事

業

者

・

法

人

共

通

）

」

の

Ｐ

６

～

７

を

参

照

し

て

く

だ

さ

い

。

　

な

お

、

２

割

特

例

を

適

用

し

（

又

は

適

用

せ

ず

に

）

、

消

費

税

の

申

告

を

行

っ

た

場

合

に

は

、

そ

の

後

、

そ

の

申

告

に

つ

い

て

修

正

申

告

や

更

正

の

請

求

に

よ

り

、

２

割

特

例

を

適

用

し

な

い

こ

と

と

す

る

（

又

は

適

用

す

る

）

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

　

５

　

２

割

特

例

よ

り

も

一

般

課

税

又

は

簡

易

課

税

が

有

利

な

場

合

　

免

税

事

業

者

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

に

な

っ

た

方

が

消

費

税

の

申

告

を

す

る

場

合

、

お

よ

そ

２

割

特

例

を

適

用

し

た

方

が

有

利

に

な

る

と

考

え

ら

れ

ま

す

が

、

次

の

よ

う

な

場

合

に

は

、

２

割

特

例

を

適

用

す

る

と

不

利

に

な

る

こ

と

も

あ

り

ま

す

の

で

、

十

分

注

意

し

て

く

だ

さ

い

。

　

イ

　

多

額

の

設

備

投

資

な

ど

が

あ

り

、

仕

入

れ

等

に

係

る

消

費

税

額

が

売

上

げ

に

係

る

消

費

税

額

を

上

回

る

場

合

、

一

般

課

税

で

あ

れ

ば

還

付

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

ま

す

が

、

簡

易

課

税

や

２

割

特

例

を

適

用

し

て

い

る

場

合

に

は

、

通

常

、

還

付

税

額

が

生

じ

る

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

の

で

、

そ

の

点

を

踏

ま

え

て

申

告

方

法

を

検

討

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

　

ロ

　

一

般

的

に

、

卸

売

業

を

営

む

方

が

簡

易

課

税

を

適

用

し

て

申

告

す

る

場

合

、

み

な

し

仕

入

率

�

％

を

適

用

し

て

消

費

税

の

計

算

を

行

い

ま

す

の

で

、

簡

易

課

税

を

適

用

し

た

方

が

２

割

特

例

を

適

用

す

る

よ

り

も

消

費

税

の

納

付

額

が

少

な

く

な

り

ま

す

。

　

６

　

２

割

特

例

適

用

後

の

簡

易

課

税

の

選

択

　

令

和

７

年

分

に

つ

い

て

２

割

特

例

に

よ

り

申

告

を

し

た

方

で

も

、

令

和

６

年

分

の

課

税

売

上

高

が

１

０

０

０

万

円

を

超

え

て

い

る

場

合

に

は

、

令

和

８

年

分

に

つ

い

て

は

２

割

特

例

を

適

用

で

き

な

い

こ

と

と

な

り

ま

す

。

　

こ

の

よ

う

な

方

が

、

令

和

８

年

分

に

つ

い

て

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

た

い

場

合

に

は

、

令

和

８

年

中

に

「

消

費

税

簡

易

課

税

制

度

選

択

届

出

書

（

令

和

８

年

分

か

ら

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

る

旨

を

記

載

し

た

も

の

）

」

を

提

出

す

れ

ば

、

令

和

８

年

分

か

ら

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

　

簡

易

課

税

制

度

を

適

用

し

て

申

告

す

る

場

合

に

は

、

２

割

特

例

と

は

異

な

り

、

申

告

時

の

選

択

で

は

な

く

事

前

の

届

出

が

必

要

と

な

り

ま

す

の

で

、

ご

注

意

く

だ

さ

い

。

　

※

　

令

和

７

年

�

月

�

日

に

政

府

与

党

に

よ

っ

て

決

定

さ

れ

た

「

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

」

で

は

、

２

割

特

例

か

ら

簡

易

課

税

制

度

へ

の

移

行

措

置

に

つ

い

て

改

正

が

行

わ

れ

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

す

な

わ

ち

、

令

和

７

年

分

に

つ

い

て

２

割

特

例

で

申

告

し

た

方

が

、

令

和

８

年

分

に

つ

い

て

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

場

合

に

は

、

令

和

８

年

分

の

確

定

申

告

期

限

ま

で

に

「

消

費

税

簡

易

課

税

制

度

選

択

届

出

書

（

令

和

８

年

分

か

ら

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

る

旨

を

記

載

し

た

も

の

）

」

を

提

出

す

れ

ば

、

令

和

８

年

分

か

ら

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　ある費用が必要経費に当たるか否かを検討するに当たって

は、必要経費該当性からその要件を満たしていないとする手法

と、もう一つは、その費用が家事費である、又は業務の遂行上

必要な部分を明らかにできない家事関連費であるとする手法が

考えられます。このように、必要経費該当性と家事関連費等該

当性の双方からアプローチすることにより、両者の境界を線引

きし、いずれの領域に属する費用であるのかを判定するという

プロセスを経ることでより確実に選別することができます。

　各費用は、個人事業者の取捨選択によって各科目に振り分け

られます。ですから、その振り分けられた科目に頼って必要経

費該当性を見極めるのは適切ではありません。例えば、ある費

用を接待交際費として処理しようとした場合、その費用が接待

交際費であるのかどうかを判定するというのが必要経費該当性

の検討だとしたらそれは誤りです。その費用が、なぜその科目

に振り分けられるのかではなく、その費用は必要経費であるの

かという視点で振り分けられるべきだからです。いわゆる灰色

の費用の判定に当たっては、こうした検討が特に重要になりま

す。つまり、科目の振り分けに当たっては、その費用が、①収

入対応費用なのか、それとも②期間対応費用なのかを検討して、

これらに該当しなければ必要経費ではないのですから、それは

家事費又は家事関連費であるということになります。

　個人事業者に対して、その費用を必要経費に算入した理由を

尋ねると、「業務に関係しているから」との応答を得ることは

少なくありません。では、どのような証拠に基づけばこのよう

な応答ができるのでしょうか。例えば、知人に対する飲食代を

接待交際費として処理し、必要経費に算入しようとするならば、

知人は取引先であるのか、その飲食代の支払先が取引先である

のか、そこで飲食することは業務と直接の関係を有するのか、

知人とその飲食を共にしなければ又はそこで飲食しなければ業

務を遂行することができなかったのかなどの事実関係を証拠に

基づいて整理できなければなりません。必要経費が、通常必要

なものとして客観的に認識できるものでなければならない以

上、客観的な証拠をもって立証できなければ、その接待交際費

の必要経費該当性は認められないものと考えます。

　なお、必要経費の立証責任は、原則的に課税庁が負うと解さ

れていますから（大阪地判昭�．９．６ほか多数）、課税庁があ

る費用を否認しようとするならば、税務調査を通じてその費用

が必要経費に該当しないという証拠（＝家事費と認定するため

の証拠）を収集保全しなければなりません。例えば、領収証を

提示したとしても、それだけでは判然としなかったりすると、

具体的な説明を求めるなどしてあなたの申述を証拠とします。

それが曖昧な回答であった場合、それを根拠にその費用を否認

するといったこともありますので注意を要します。

　

国

税

通

則

法

�

条

２

項

１

号

は

、

納

税

申

告

書

を

提

出

し

た

者

が

、

「

そ

の

申

告

、

更

正

又

は

決

定

に

係

る

課

税

標

準

等

又

は

税

額

等

の

計

算

の

基

礎

と

な

っ

た

事

実

に

関

す

る

訴

え

に

つ

い

て

の

判

決

（

判

決

と

同

一

の

効

力

を

有

す

る

和

解

そ

の

他

の

行

為

を

含

む

）

に

よ

り

、

そ

の

事

実

が

当

該

計

算

の

基

礎

と

し

た

と

こ

ろ

と

異

な

る

こ

と

が

確

定

し

た

と

き

」

は

、

更

正

の

請

求

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

旨

定

め

て

い

る

。

こ

れ

は

、

後

発

的

事

由

に

基

づ

く

更

正

の

請

求

を

認

め

、

国

に

不

当

利

得

が

生

じ

な

い

よ

う

に

し

て

い

る

こ

と

に

他

な

ら

な

い

。

　

と

こ

ろ

が

、

法

人

税

基

本

通

達

２

―

２

―

�

は

、

「

当

該

事

業

年

度

（

〈

略

〉

）

に

お

い

て

そ

の

収

益

の

額

を

益

金

の

額

に

算

入

し

た

資

産

の

販

売

又

は

譲

渡

・

役

務

の

提

供

そ

の

他

の

取

引

に

つ

い

て

当

該

事

業

年

度

に

お

い

て

契

約

の

解

除

又

は

取

消

し

、

値

引

き

、

返

品

等

の

事

実

が

生

じ

た

場

合

で

も

、

こ

れ

ら

の

事

実

に

基

づ

い

て

「

生

じ

た

損

失

の

額

は

、

当

該

事

業

年

度

の

損

金

の

額

に

算

入

す

る

の

で

あ

る

か

ら

留

意

す

る

。

」

と

定

め

、

後

発

的

事

項

に

基

づ

く

更

正

の

請

求

の

適

用

を

否

定

し

て

い

る

。

こ

の

点

に

つ

き

、

国

税

庁

の

担

当

者

は

、

「

法

人

税

に

お

け

る

課

税

所

得

の

計

算

は

、

い

わ

ゆ

る

「

継

続

企

業

の

原

則

」

に

従

っ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

と

説

明

し

て

い

る

。

　

か

く

し

て

、

破

産

手

続

に

お

い

て

破

産

債

権

が

確

定

し

た

納

税

者

が

過

年

度

損

失

に

係

る

更

正

の

請

求

を

行

い

、

税

務

署

長

が

前

記

通

達

を

盾

に

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

処

分

を

行

い

、

当

該

処

分

の

適

否

が

争

わ

れ

た

こ

と

が

あ

っ

た

。

控

訴

審

の

大

阪

高

裁

平

成

�

年

�

月

�

日

判

決

は

、

次

の

よ

う

に

判

示

し

て

、

そ

の

処

分

を

取

り

消

し

た

。

　

「

前

期

損

益

修

正

の

処

理

を

規

定

す

る

企

業

会

計

原

則

や

過

年

度

遡

及

会

計

基

準

を

含

む

企

業

会

計

基

準

は

、

企

業

の

経

済

的

活

動

が

半

永

久

的

に

営

ま

れ

、

倒

産

し

な

い

上

の

仮

定

（

継

続

企

業

の

公

準

）

が

成

り

立

つ

こ

と

を

前

提

と

す

る

考

え

方

に

基

づ

く

も

の

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

〈

中

略

〉

し

か

し

、

破

産

会

社

は

、

破

産

手

続

が

終

了

す

る

ま

で

存

続

す

る

に

過

ぎ

な

い

か

ら

（

破

産

法

�

）

、

破

産

会

社

に

つ

い

て

は

上

記

仮

定

が

成

り

立

た

ず

、

継

続

企

業

の

公

準

が

妥

当

し

な

い

こ

と

が

明

ら

か

で

あ

る

。

」

　

と

こ

ろ

が

、

最

高

裁

令

和

２

年

７

月

２

日

判

決

は

、

次

の

通

り

判

示

し

て

、

原

判

決

を

取

り

消

し

、

そ

の

処

分

を

適

法

と

認

め

た

。

　

「

同

法

（

編

注

＝

法

人

税

法

）

及

び

そ

の

関

係

法

令

に

お

い

て

は

、

法

人

が

受

領

し

た

制

限

超

過

利

息

等

を

益

金

の

額

に

算

入

し

て

法

人

税

の

申

告

を

し

、

そ

の

後

の

事

業

年

度

に

当

該

制

限

超

過

利

息

等

に

つ

い

て

の

不

当

利

得

返

還

請

求

権

に

係

る

破

産

債

権

が

破

産

手

続

に

よ

り

確

定

し

た

場

合

に

前

期

損

金

修

正

と

異

な

る

取

扱

い

を

許

容

す

る

特

別

の

規

定

は

見

当

た

ら

ず

、

ま

た

、

企

業

会

計

上

も

、

上

記

の

場

合

に

過

年

度

の

収

益

を

減

額

さ

せ

る

計

算

を

す

る

こ

と

が

公

正

妥

当

な

会

計

慣

行

と

し

て

確

立

し

て

い

る

こ

と

は

う

か

が

わ

れ

な

い

こ

と

か

ら

す

る

と

、

法

人

税

法

が

上

記

の

場

合

に

つ

い

て

上

記

原

則

に

対

す

る

例

外

を

許

容

し

て

い

る

も

の

と

解

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

こ

の

こ

と

は

、

上

記

不

当

利

得

返

還

請

求

権

に

係

る

破

産

債

権

の

一

部

な

い

し

全

部

に

つ

き

配

当

が

さ

れ

、

ま

た

、

当

該

法

人

が

現

に

遡

っ

て

決

算

を

修

正

す

る

処

理

を

し

た

と

し

て

も

異

な

る

も

の

で

は

な

い

。

」

　

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

最

高

裁

判

決

に

は

、

次

の

よ

う

な

疑

義

が

あ

る

。

一

つ

は

、

同

判

決

は

、

本

件

の

よ

う

な

不

当

利

得

返

還

に

関

し

、

法

人

税

法

令

上

特

段

の

定

め

が

な

い

旨

判

示

す

る

か

、

当

該

特

段

の

規

定

が

な

け

れ

ば

原

則

規

定

の

国

税

通

則

法

�

条

２

項

の

規

定

に

基

づ

い

て

更

正

の

請

求

を

許

容

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

法

人

税

基

本

通

達

が

定

め

た

前

期

損

益

修

正

の

規

定

に

基

づ

い

て

、

国

税

通

則

法

の

規

定

を

覆

す

の

は

本

末

転

倒

と

言

え

る

。

ま

た

、

日

頃

、

最

高

裁

は

、

「

通

達

は

法

令

で

な

い

」

と

蔑

視

す

る

が

、

そ

の

こ

と

と

も

矛

盾

す

る

。

　

ま

た

、

最

高

裁

判

決

は

、

企

業

会

計

上

の

公

正

処

理

基

準

で

あ

る

継

続

性

の

原

則

を

重

視

す

る

が

、

法

人

税

法

�

条

４

項

は

、

「

…

別

段

の

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

き

、

一

般

に

公

正

妥

当

と

認

め

ら

れ

る

会

計

処

理

の

基

準

に

従

っ

て

計

算

さ

れ

る

も

の

と

す

る

。

」

と

定

め

て

い

る

も

の

で

あ

っ

て

、

本

件

の

よ

う

な

「

特

段

の

定

め

」

た

る

国

税

通

則

法

�

条

２

項

の

規

定

が

あ

る

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

規

定

が

優

先

し

て

適

用

さ

れ

る

べ

き

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

（９） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

相

続

税

の

一

般

的

、

基

本

的

な

解

釈

基

準

を

定

め

、

相

続

税

実

務

・

理

論

の

両

面

で

重

要

な

指

針

と

な

る

相

続

税

法

基

本

通

達

の

全

項

目

に

つ

い

て

、

裁

判

例

・

裁

決

例

や

設

例

・

計

算

例

を

交

え

な

が

ら

逐

条

的

に

分

か

り

易

く

解

説

し

た

本

書

。

　

第

１

章

の

「

総

則

」

か

ら

始

ま

り

、

第

２

章

「

課

税

価

格

、

税

率

及

び

控

除

」

、

第

３

章

「

財

産

の

評

価

」

、

第

４

章

「

申

告

及

び

納

付

」

、

第

５

章

「

更

正

及

び

決

定

」

、

第

６

章

「

延

納

及

び

物

納

」

、

第

７

章

「

雑

則

」

で

構

成

。

　

前

回

版

（

令

和

６

年

２

月

刊

）

以

降

の

改

正

事

項

等

を

織

り

込

み

全

面

的

に

改

訂

。

　

参

考

と

し

て

、

財

産

評

価

基

本

通

達

（

全

文

）

と

財

産

評

価

基

本

通

達

関

係

主

要

個

別

通

達

に

加

え

、

質

疑

応

答

事

例

や

、

配

偶

者

短

期

居

住

権

の

相

続

税

の

課

税

関

係

、

「

扶

養

義

務

者

（

父

母

や

祖

父

母

）

か

ら

「

生

活

費

」

又

は

「

教

育

費

」

の

贈

与

を

受

け

た

場

合

の

贈

与

税

に

関

す

る

Ｑ

＆

Ａ

」

に

つ

い

て

（

情

報

）

（

抜

粋

）

、

相

続

税

法

に

お

け

る

旧

民

法

第

９

０

０

条

第

４

号

た

だ

し

書

前

段

の

取

扱

い

に

つ

い

て

（

平

成

�

年

９

月

４

日

付

最

高

裁

判

所

の

決

定

を

受

け

た

対

応

）

、

新

た

な

公

益

信

託

制

度

等

を

収

録

。

　

Ａ

５

判

、

１

２

０

４

ペ

ー

ジ

。

定

価

５

８

３

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

が

売

却

し

た

車

両

（

い

わ

ゆ

る

ス

ー

パ

ー

カ

ー

）

は

「

使

用

又

は

期

間

の

経

過

に

よ

り

減

価

す

る

資

産

」

に

該

当

す

る

と

し

た

事

例

。

本件同種車両の落札価格の推移

落札年月日 円換算額

平成�年９月８日 ３７，２４８，１２０円

　　�年９月９日 ３８，４７４，５３６円

令和３年８月�日 ２１０，１５０，１５０円

　　４年８月�日 １８６，１７５，８００円

　　４年８月�日 １７３，１１３，７００円

　　４年�月５日 １６１，２５０，２２５円

　　５年３月４日 １７３，６０９，０００円

　　６年８月�日 １３５，２６０，９１０円

　

原

処

分

庁

が

、

審

査

請

求

人

が

売

却

し

た

車

両

は

「

使

用

又

は

期

間

の

経

過

に

よ

り

減

価

す

る

資

産

」

で

あ

る

か

ら

譲

渡

所

得

が

生

じ

て

い

る

と

し

て

所

得

税

等

の

更

正

処

分

及

び

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

そ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

、

当

該

車

両

は

「

使

用

又

は

期

間

の

経

過

に

よ

り

減

価

す

る

資

産

」

に

該

当

し

な

い

と

し

て

、

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

当

該

車

両

の

価

値

が

、

そ

の

属

す

る

類

型

の

資

産

に

求

め

ら

れ

る

本

来

的

な

目

的

・

効

用

と

は

異

な

る

面

に

置

か

れ

て

い

る

こ

と

が

社

会

通

念

上

確

立

し

て

い

る

と

い

え

る

よ

う

な

例

外

的

な

場

合

に

は

該

当

し

な

い

か

ら

、

当

該

車

両

は

「

使

用

又

は

期

間

の

経

過

に

よ

り

減

価

す

る

資

産

」

に

該

当

す

る

と

し

て

、

処

分

は

適

法

で

あ

る

と

し

た

（

令

和

７

年

６

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

は

、

平

成

４

年

�

月

�

日

、

Ａ

社

か

ら

、

車

両

（

平

成

３

年

式

。

本

件

車

両

。

本

件

車

両

と

同

種

の

も

の

を

本

件

同

種

車

両

）

を

１

億

３

０

０

０

万

円

で

購

入

。

令

和

元

年

�

月

１

日

、

Ｂ

社

に

対

し

、

本

件

車

両

を

○

○

○

○

円

で

売

却

し

た

（

本

件

売

却

）

。

　

請

求

人

は

、

本

件

車

両

に

つ

い

て

、

道

路

運

送

車

両

法

の

規

定

に

よ

る

登

録

の

申

請

を

し

て

お

ら

ず

、

自

動

車

登

録

番

号

標

の

交

付

を

受

け

て

い

な

か

っ

た

。

　

本

件

車

両

が

不

動

産

所

得

、

事

業

所

得

、

山

林

所

得

又

は

雑

所

得

を

生

ず

べ

き

業

務

の

用

に

供

さ

れ

て

い

た

期

間

は

な

い

。

　

本

件

車

両

は

、

令

和

３

年

に

Ｃ

国

に

所

在

す

る

世

界

的

な

オ

ー

ク

シ

ョ

ン

会

社

で

あ

る

Ｄ

社

が

米

国

で

開

催

し

た

オ

ー

ク

シ

ョ

ン

に

出

品

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

、

本

件

車

両

の

説

明

文

で

は

、

本

件

同

種

車

両

の

特

長

と

し

て

、

平

成

２

年

の

発

売

か

ら

平

成

４

年

の

生

産

終

了

ま

で

の

総

生

産

台

数

は

�

台

で

あ

る

こ

と

及

び

高

性

能

の

エ

ン

ジ

ン

を

搭

載

し

、

レ

ー

シ

ン

グ

カ

ー

と

し

て

の

機

能

を

も

っ

て

公

道

を

走

行

で

き

る

こ

と

が

掲

げ

ら

れ

て

い

る

。

　

本

件

同

種

車

両

の

発

売

当

時

の

価

格

は

�

万

英

国

ポ

ン

ド

（

米

国

ド

ル

換

算

で

約

�

万

２

４

７

㌦

、

円

換

算

で

１

億

２

６

５

５

万

円

）

で

あ

り

、

近

年

ま

で

の

Ｄ

社

等

の

オ

ー

ク

シ

ョ

ン

に

お

け

る

本

件

同

種

車

両

の

落

札

価

格

（

円

換

算

額

）

の

推

移

は

表

の

と

お

り

。

　

請

求

人

は

、

令

和

元

年

分

の

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

に

つ

い

て

、

確

定

申

告

書

を

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

。

な

お

、

確

定

申

告

書

に

お

い

て

、

本

件

売

却

に

係

る

譲

渡

所

得

に

関

す

る

記

載

は

な

か

っ

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

原

処

分

庁

所

属

の

調

査

担

当

職

員

の

調

査

に

基

づ

き

、

令

和

５

年

�

月

�

日

付

で

、

本

件

売

却

に

係

る

譲

渡

所

得

の

金

額

を

算

定

し

、

令

和

元

年

分

の

所

得

税

等

の

更

正

処

分

及

び

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

車

両

は

、

所

得

税

法

第

�

条

《

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

取

得

費

》

第

２

項

に

規

定

す

る

「

使

用

又

は

期

間

の

経

過

に

よ

り

減

価

す

る

資

産

」

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

①

本

件

車

両

は

、

請

求

人

が

専

ら

観

賞

用

に

取

得

し

、

メ

ン

テ

ナ

ン

ス

を

せ

ず

に

製

造

当

時

の

状

態

の

ま

ま

保

管

し

て

い

た

こ

と

な

ど

か

ら

、

自

動

車

の

本

来

の

効

用

を

果

た

さ

な

か

っ

た

こ

と

が

客

観

的

に

明

ら

か

で

あ

る

こ

と

、

②

本

件

車

両

は

、

希

少

価

値

を

有

し

、

か

つ

、

代

替

性

の

な

い

も

の

で

あ

る

こ

と

及

び

③

本

件

車

両

の

よ

う

な

ス

ー

パ

ー

カ

ー

は

そ

の

希

少

性

に

基

づ

く

価

格

が

そ

の

価

値

と

し

て

定

着

し

、

著

し

く

高

い

価

格

で

取

引

さ

れ

る

こ

と

が

社

会

通

念

化

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

本

件

車

両

は

、

所

得

税

法

第

�

条

第

２

項

に

規

定

す

る

「

使

用

又

は

期

間

の

経

過

に

よ

り

減

価

す

る

資

産

」

に

該

当

し

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

①

車

両

の

機

能

は

、

経

年

や

使

用

に

よ

っ

て

一

般

的

・

類

型

的

に

逓

減

す

る

こ

と

、

②

本

件

車

両

の

価

格

は

、

そ

の

希

少

性

だ

け

で

な

く

、

搭

載

す

る

エ

ン

ジ

ン

や

走

行

性

能

と

い

っ

た

自

動

車

本

来

の

機

能

に

も

価

値

が

置

か

れ

て

形

成

さ

れ

て

い

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

こ

と

及

び

③

本

件

車

両

は

製

造

か

ら

�

年

程

度

し

か

経

過

し

て

お

ら

ず

、

近

年

ま

で

の

オ

ー

ク

シ

ョ

ン

に

お

け

る

本

件

同

種

車

両

の

落

札

価

格

の

推

移

に

よ

れ

ば

、

円

換

算

額

ベ

ー

ス

に

お

い

て

、

平

成

�

年

に

お

い

て

は

発

売

時

の

価

格

の

０

・

３

倍

程

度

の

価

格

で

あ

っ

た

と

こ

ろ

、

同

年

か

ら

令

和

３

年

に

か

け

て

そ

の

５

倍

程

度

の

価

格

に

高

騰

し

た

後

、

令

和

６

年

に

は

そ

の

０

・

６

倍

程

度

の

価

格

へ

値

下

が

り

し

て

い

る

の

で

あ

っ

て

、

本

件

同

種

車

両

の

今

後

の

価

格

推

移

に

つ

い

て

は

い

ま

だ

不

確

定

な

面

が

あ

る

と

い

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

　

こ

れ

ら

の

こ

と

か

ら

す

る

と

、

鑑

賞

以

外

の

実

用

的

な

目

的

又

は

機

能

が

想

定

さ

れ

る

本

件

車

両

が

、

「

骨

と

う

」

に

類

す

る

と

い

え

る

程

度

の

長

期

間

を

経

て

も

な

お

確

立

し

た

高

い

価

値

を

維

持

し

て

い

る

よ

う

な

場

合

に

当

た

る

と

解

す

る

こ

と

は

で

き

ず

、

そ

の

価

値

が

、

当

該

類

型

の

資

産

に

求

め

ら

れ

る

本

来

的

な

目

的

・

効

用

と

は

異

な

る

面

に

置

か

れ

て

い

る

こ

と

が

社

会

通

念

上

確

立

し

て

い

る

と

い

え

る

よ

う

な

例

外

的

な

場

合

に

は

該

当

し

な

い

か

ら

、

本

件

車

両

は

「

使

用

又

は

期

間

の

経

過

に

よ

り

減

価

す

る

資

産

」

に

該

当

す

る

。

（１０）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



【

基

礎

控

除

等

の

物

価

に

連

動

し

た

引

上

げ

ル

ー

ル

の

整

備

】

　

近

年

の

物

価

高

に

対

応

し

、

物

価

上

昇

に

連

動

し

て

基

礎

控

除

と

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

を

２

年

ご

と

に

引

き

上

げ

る

仕

組

み

を

創

設

す

る

。

令

和

８

年

度

改

正

で

は

５

年

�

月

か

ら

７

年

�

月

ま

で

の

２

年

間

（

６

、

７

年

分

）

の

消

費

者

物

価

指

数

（

総

合

）

の

上

昇

率

を

踏

ま

え

て

、

基

礎

控

除

の

本

則

部

分

の

改

正

で

現

行

の

控

除

額

�

万

円

に

６

年

の

上

昇

率

（

２

・

６

％

）

と

７

年

の

上

昇

率

（

３

・

３

％

）

を

乗

じ

て

求

め

た

�

万

円

（

端

数

は

万

円

単

位

と

す

る

）

を

８

、

９

年

の

控

除

額

と

す

る

。

合

計

所

得

金

額

が

２

３

５

０

万

円

（

給

与

収

入

で

２

５

４

５

万

円

）

以

下

の

人

に

適

用

す

る

。

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

も

同

様

の

計

算

で

４

万

円

引

き

上

げ

て

�

万

円

と

す

る

。

　

源

泉

徴

収

義

務

者

の

負

担

等

に

配

慮

し

、

見

直

し

初

年

は

年

末

調

整

で

対

応

す

る

。

【

基

礎

控

除

等

の

引

上

げ

】

　

物

価

に

連

動

し

た

引

上

げ

と

は

別

に

、

合

計

所

得

金

額

４

８

９

万

円

（

給

与

収

入

で

６

６

５

万

円

）

以

下

の

人

を

対

象

に

、

７

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

た

基

礎

控

除

の

特

例

に

よ

る

加

算

額

を

、

給

与

収

入

２

０

０

万

円

以

下

の

人

（

現

行

�

万

円

）

で

５

万

円

、

同

２

０

０

万

円

超

４

７

５

万

円

以

下

の

人

（

現

行

�

万

円

）

で

�

万

円

、

同

４

７

５

万

円

超

６

６

５

万

円

以

下

の

人

（

現

行

�

万

円

）

で

�

万

円

そ

れ

ぞ

れ

上

乗

せ

し

、

同

６

６

５

万

円

以

下

の

人

は

同

加

算

を

等

し

く

�

万

円

と

す

る

。

ま

た

、

新

た

に

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

の

特

例

を

創

設

し

、

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

を

別

途

５

万

円

引

き

上

げ

る

。

　

こ

れ

ら

に

よ

っ

て

所

得

税

の

課

税

最

低

限

は

８

年

分

か

ら

現

行

よ

り

�

万

円

高

い

１

７

８

万

円

と

な

る

。

個

人

住

民

税

所

得

割

の

課

税

最

低

限

は

給

与

所

得

控

除

の

引

上

げ

（

本

則

、

特

例

）

の

み

反

映

さ

れ

、

９

年

度

分

か

ら

現

行

よ

り

９

万

円

高

い

１

１

９

万

円

と

な

る

。

　

な

お

、

特

例

に

よ

る

引

上

げ

は

基

本

的

に

時

限

措

置

と

な

っ

て

い

る

が

、

生

活

保

護

基

準

額

が

１

７

８

万

円

に

達

す

る

ま

で

は

所

得

税

の

課

税

最

低

限

１

７

８

万

円

を

維

持

し

つ

つ

、

物

価

連

動

に

よ

る

基

礎

控

除

の

本

則

部

分

と

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

の

引

上

げ

に

応

じ

、

同

額

を

特

例

部

分

か

ら

そ

れ

ぞ

れ

切

り

替

え

て

い

く

。

【

ひ

と

り

親

控

除

の

拡

充

】

　

ひ

と

り

親

控

除

に

つ

い

て

、

ひ

と

り

親

の

子

育

て

に

係

る

負

担

の

状

況

を

踏

ま

え

て

、

所

得

税

で

現

行

の

�

万

円

を

�

万

円

に

、

個

人

住

民

税

で

現

行

の

�

万

円

を

�

万

円

に

そ

れ

ぞ

れ

引

き

上

げ

る

。

９

年

分

の

所

得

税

、

�

年

度

分

の

個

人

住

民

税

か

ら

適

用

す

る

。

　昔から税務行政の３本柱として、税

務調査、相談、広報（指導を加えて４

本柱ともいいます）が挙げられていま

す。中でも、税務調査は最大の主業務

といえます。

　個人所得税の調査対象者も日本居住

者はもちろん、税の国際化に伴って非

居住者に対しても積極的に調査対象と

なっている模様です。

　非居住者が税務調査の結果、居住者

と認定され、更正（修正、期限後申告を

含む）がありますと、追加納税のみな

らず、様々な税務処理が追加的に発生

します。以下、例で説明していきます。

　【例示１】非居住者が居住者と認定

されると給与所得者に係る扶養控除等

（異動）申告書未提出者となる

　非居住者が居住者とされると、給与

所得に係る扶養控除等申告書は毎年、

最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに提出することとなっていますの

で、当然に未提出者となります。とし

ますと、税額表月額の乙欄適用者とな

り、今まで給与支払額の２０．４２％で源

泉徴収していた税額に不足額が生じる

か過納額が生じます。不足が生じます

と不納付加算税の対象、過納額が生じ

ますと「過誤納還付請求」の対象とな

ります。その上で、年末調整もしくは

確定申告で精算することとなります。

　結果、年末調整もしくは確定申告で

精算するのであるから、月々の税額調

整を省略することが可能とならないの

か、すなわち後発的事由による調整規

定があっても良いのでは。徴収義務者

は月々の源泉徴収不足額が生じます

と、源泉徴収義務者の責めに帰す事由

がないとは判断されず、不納付加算税

賦課を受けることとなります。

【例示２】居住者認定を受け、分離課

税対象であった所得が総合課税対象と

なり「財産債務調書」の提出義務者と

なると、加算税５％が加重される

　非居住者が居住者とされ、当事者が

株主となっている会社の株式総数の３

％以上所有していると、当該株式に係

る配当金は分離課税を選択していたと

しても総合課税対象配当所得となりま

す。その結果、所得金額が�０００万円

を超え、当該有価証券の評価額が１億

円以上ですと、「財産債務調書」の提

出義務者に該当します。しかし、当該

調書も当然未提出者なので、過少申告

加算税５％の加重対象となります。　

　これは申告漏れではなく、課税方法

の変更からくるものですので、後発的

事由による調整規定がないことが不思

議です。

【例示３】租税条規定の短期滞在者免

税規定対象者が滞在日数１８３日を超え

た場合の不納付加算税の賦課可否

　短期滞在者の滞在日数の計算は、居

・・・・

住の計算と違い入国初日算入、出国の

日も算入します。また、１８３日の計算も

租税条約によって暦年（課税期間）なのか、

もしくは入国時に遡ってなのか。１８３日

超過しますと全日数に対して本国から

の支給給与に対し改めて�．�％の源

泉徴収をして納付することとなります。

　これについての、事後的な配慮規定

として不納付加算税の免除の明示的規

定がないことの不思議です。　

　冨永賢一著「国際源泉の税務」（大

蔵財務協会刊）２１６頁にも、当初の免

税扱いが正当で、後発的事由による課

税なので正当な理由があると扱われて

しかるべきとの記述があります。実務

上同様な取扱いをしているなら、事務

運営指針の中で具体的に記述すること

も必要かと、不思議です。

（１１） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

広

島

・

公

益

社

団

法

人

福

山

法

人

会

女

性

部

会

（

内

海

由

子

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

福

山

市

の

福

山

ニ

ュ

ー

キ

ャ

ッ

ス

ル

ホ

テ

ル

で

「

創

立

�

周

年

記

念

式

典

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

役

員

や

部

会

員

を

は

じ

め

、

来

賓

と

し

て

枝

広

直

幹

福

山

市

長

や

菊

池

浩

文

福

山

税

務

署

長

、

小

丸

成

洋

福

山

商

工

会

議

所

会

頭

ら

が

出

席

し

、

�

年

の

節

目

を

祝

っ

た

。

　

式

典

で

は

、

内

海

部

会

長

が

関

係

者

に

感

謝

の

意

を

伝

え

た

後

、

枝

広

市

長

ら

来

賓

が

祝

辞

を

述

べ

た

。

ま

た

、

長

年

に

わ

た

り

納

税

道

義

の

高

揚

に

大

き

く

貢

献

し

た

と

し

て

、

菊

池

署

長

か

ら

内

海

部

会

長

へ

感

謝

状

が

贈

呈

さ

れ

た

。

　

同

部

会

で

は

租

税

教

育

活

動

の

一

環

と

し

て

、

平

成

�

年

に

初

め

て

実

施

し

た

「

税

に

関

す

る

絵

は

が

き

コ

ン

ク

ー

ル

」

が

今

で

は

全

国

の

法

人

会

が

取

り

組

む

主

要

事

業

の

ひ

と

つ

と

し

て

広

が

り

、

今

年

度

も

福

山

署

管

内

の

全

�

小

学

校

か

ら

３

３

０

０

点

余

り

の

応

募

が

寄

せ

ら

れ

て

い

る

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

中

法

人

会

女

性

部

会

（

戸

澤

裕

美

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

中

税

務

署

の

紫

垣

知

里

副

署

長

を

講

師

に

招

き

、

「

デ

ジ

タ

ル

化

を

取

り

入

れ

て

目

指

せ

！

　

働

き

方

改

革

」

と

題

し

研

修

会

を

開

い

た

＝

写

真

。

　

紫

垣

副

署

長

は

、

「

デ

ジ

タ

ル

化

は

単

に

事

務

効

率

の

た

め

だ

け

に

取

り

入

れ

る

も

の

で

は

な

く

、

経

営

の

仕

組

み

を

変

え

る

。

強

い

て

は

働

き

方

改

革

に

繋

が

る

。

電

子

申

告

、

イ

ン

ボ

イ

ス

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

、

電

子

帳

簿

の

手

続

き

は

、

企

業

の

働

き

方

に

変

化

を

及

ぼ

す

と

と

も

に

、

デ

ー

タ

の

活

用

、

紙

の

保

管

ス

ペ

ー

ス

の

不

要

、

Ｐ

Ｃ

内

で

の

情

報

共

有

な

ど

に

よ

り

経

営

効

率

が

改

善

さ

れ

、

経

営

者

の

社

員

の

方

々

へ

の

目

配

り

に

要

す

る

時

間

が

確

保

さ

れ

、

そ

の

結

果

働

き

方

改

革

に

取

り

組

む

こ

と

が

可

能

と

な

る

」

な

ど

と

語

り

、

国

税

の

組

織

も

、

現

在

で

は

内

部

の

様

々

な

事

務

で

電

子

化

が

進

ん

で

い

る

こ

と

、

ま

た

、

将

来

的

に

は

外

部

事

務

に

も

よ

り

多

く

活

用

が

予

定

さ

れ

て

い

る

と

説

明

し

た

。

　

研

修

後

に

は

、

「

デ

ジ

タ

ル

化

と

い

う

と

単

な

る

技

術

の

導

入

な

ど

難

し

い

も

の

と

考

え

て

い

た

が

、

取

り

入

れ

る

事

で

、

考

え

方

や

経

営

の

仕

組

み

を

変

え

る

こ

と

に

な

る

、

働

き

方

改

革

に

繋

が

る

こ

と

が

分

か

り

ま

し

た

」

、

「

時

代

の

変

化

に

伴

い

デ

ジ

タ

ル

化

は

重

要

で

す

ね

」

と

の

声

が

聞

か

れ

た

。

　

宇

都

宮

税

務

署

（

能

勢

幸

治

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

宇

都

宮

市

文

化

会

館

で

栃

木

県

内

の

自

治

体

、

税

務

署

、

金

融

機

関

、

関

係

民

間

団

体

の

計

�

団

体

出

席

の

も

と

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

に

向

け

た

意

見

交

換

会

を

開

催

し

た

。

　

は

じ

め

に

能

勢

署

長

が

「

令

和

７

年

６

月

に

実

施

し

た

栃

木

県

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

宣

言

を

意

味

あ

る

も

の

に

す

る

必

要

が

あ

る

。

デ

ジ

タ

ル

化

推

進

は

県

域

の

経

済

発

展

、

社

会

貢

献

に

も

つ

な

が

る

。

ス

ピ

ー

ド

感

を

も

っ

て

進

め

て

い

き

た

い

」

と

あ

い

さ

つ

。

　

続

い

て

、

日

本

銀

行

か

ら

国

庫

金

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

メ

リ

ッ

ト

等

に

つ

い

て

、

宇

都

宮

署

と

宇

都

宮

市

か

ら

同

納

付

利

用

拡

大

へ

の

取

組

み

が

そ

れ

ぞ

れ

紹

介

さ

れ

た

。

　

そ

の

後

、

意

見

交

換

の

場

が

設

け

ら

れ

、

同

推

進

に

お

け

る

課

題

と

そ

の

解

決

の

た

め

に

施

策

・

ア

イ

デ

ア

を

出

し

合

っ

た

＝

写

真

。

　

新

潟

税

務

署

管

内

税

務

団

体

協

議

会

は

こ

の

ほ

ど

、

第

４

回

イ

ー

タ

君

カ

ッ

プ

（

フ

ッ

ト

サ

ル

大

会

）

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

小

学

生

�

チ

ー

ム

に

よ

る

手

に

汗

に

ぎ

る

接

戦

が

繰

り

広

げ

ら

れ

、

歴

代

優

勝

チ

ー

ム

が

参

加

す

る

中

、

ア

ル

ビ

レ

ッ

ク

ス

Ｕ

―

�

が

初

優

勝

を

果

た

し

た

。

　

各

団

体

Ｐ

Ｒ

ブ

ー

ス

で

は

、

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

の

配

布

や

イ

ー

タ

君

ら

が

登

場

し

、

来

場

者

に

ア

ピ

ー

ル

し

た

。

　

お

昼

休

み

に

は

、

ス

ポ

ー

ツ

Ｍ

Ｃ

の

中

村

博

和

氏

と

の

掛

け

合

い

に

よ

る

租

税

教

室

も

行

わ

れ

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

女

性

部

会

（

上

田

美

千

子

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

プ

リ

ン

ス

ホ

テ

ル

で

札

幌

市

立

藻

岩

高

等

学

校

の

生

徒

と

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

の

研

修

会

・

意

見

交

換

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

藻

岩

高

校

で

は

生

徒

が

様

々

な

角

度

か

ら

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

に

取

り

組

ん

で

お

り

、

今

回

は

「

Ｌ

ｕ

ｃ

ｈ

美

容

で

誰

か

の

心

に

光

を

灯

す

」

を

テ

ー

マ

に

活

動

し

て

い

る

角

橋

つ

ば

き

さ

ん

と

鬼

柳

沙

也

さ

ん

が

、

介

護

施

設

の

お

年

寄

り

を

対

象

に

「

福

祉

ネ

イ

ル

」

と

呼

ば

れ

る

ハ

ン

ド

マ

ッ

サ

ー

ジ

を

し

て

爪

に

ネ

イ

ル

を

す

る

活

動

の

状

況

を

紹

介

し

、

受

け

入

れ

先

を

探

す

苦

労

や

高

校

生

と

話

を

し

な

が

ら

お

し

ゃ

れ

を

楽

し

む

こ

と

が

と

て

も

喜

ば

れ

た

こ

と

を

紹

介

し

た

。

　

ま

た

、

「

ぼ

く

ら

の

真

駒

内

再

開

発

」

を

テ

ー

マ

に

し

た

矢

吹

駆

琉

さ

ん

と

乾

魁

次

さ

ん

は

、

も

と

も

と

、

ま

ち

歩

き

が

好

き

だ

っ

た

こ

と

か

ら

、

学

校

の

最

寄

り

駅

前

の

活

性

化

を

札

幌

市

職

員

と

も

情

報

交

換

し

な

が

ら

実

施

、

若

者

が

た

く

さ

ん

来

て

く

れ

る

街

・

デ

ー

ト

ス

ポ

ッ

ト

が

色

々

と

あ

る

街

を

目

指

し

発

信

し

て

い

る

様

子

を

紹

介

し

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

武

蔵

府

中

青

色

申

告

会

（

相

原

博

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

日

本

の

文

化

で

あ

る

書

道

を

通

じ

て

、

税

に

対

す

る

理

解

を

深

め

て

も

ら

う

租

税

教

育

の

取

り

組

み

と

し

て

、

第

�

回

「

小

学

生

の

税

の

書

道

展

」

を

３

市

で

開

催

し

た

。

　

狛

江

市

立

西

河

原

公

民

館

に

は

、

狛

江

市

内

の

小

学

校

か

ら

１

３

３

６

点

の

作

品

が

出

品

さ

れ

、

２

３

０

点

の

作

品

が

入

選

し

た

。

　

調

布

市

文

化

会

館

た

づ

く

り

に

は

、

調

布

市

内

の

小

学

校

か

ら

６

４

５

点

の

作

品

が

出

品

さ

れ

、

１

８

９

点

の

作

品

が

入

選

し

た

。

　

武

蔵

府

中

ル

・

シ

ー

ニ

ュ

に

は

、

府

中

市

内

の

小

学

校

か

ら

４

０

３

６

点

の

作

品

が

出

品

さ

れ

、

７

５

３

点

の

作

品

が

入

選

し

た

。

　

各

市

で

２

日

間

開

催

さ

れ

た

展

示

会

に

は

、

多

数

が

来

場

＝

写

真

、

日

曜

日

に

は

表

彰

式

を

開

催

し

、

受

賞

し

た

児

童

と

家

族

に

賞

状

の

授

与

や

記

念

写

真

の

撮

影

が

行

わ

れ

た

。

　

富

山

青

色

申

告

会

（

田

畑

彰

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

富

山

商

工

会

議

所

ビ

ル

内

に

お

い

て

、

「

令

和

７

年

度

年

末

調

整

事

務

説

明

会

」

を

開

催

し

、

約

１

０

０

人

が

参

加

し

た

。

　

講

師

は

庄

司

静

香

富

山

税

務

署

法

人

課

税

国

税

調

査

官

が

務

め

、

「

令

和

７

年

分

税

制

改

正

に

対

応

し

た

年

末

調

整

事

務

説

明

会

」

と

題

し

て

１

時

間

半

に

わ

た

り

説

明

会

を

実

施

し

た

＝

写

真

。

　

令

和

７

年

の

年

末

調

整

は

「

基

礎

控

除

」

や

「

給

与

所

得

控

除

」

の

見

直

し

等

、

例

年

に

比

べ

て

税

制

改

正

が

多

岐

に

わ

た

っ

て

お

り

、

受

講

者

は

熱

心

に

聞

い

て

い

た

。

　

同

会

で

は

令

和

６

年

度

よ

り

「

青

色

学

校

」

と

し

て

年

間

を

通

し

て

、

説

明

会

や

個

別

相

談

会

を

実

施

。

今

後

も

「

青

色

学

校

」

を

継

続

し

、

会

員

の

記

帳

水

準

の

向

上

と

税

知

識

の

周

知

・

広

報

に

努

め

る

予

定

。

（１２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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